
  

○ 総 務 省 令 第    号  

 電 波 法 及 び 放 送 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 七 年 法 律 第 二 十 七 号 ） の 施 行 に 伴 い 、 並 び に 電 波 法

（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め 、 電 波 法 施 行 規 則 等 の

一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  村 上 誠 一 郎    

電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

（ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を

付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲

ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下

線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ）

は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部

分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄

に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄

に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  

別紙１ 
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改  正  後 改  正  前 
目 次 

［ 第 一 章 ～ 第 三 章 略 ］ 

第 四 章 雑 則 

［ 第 一 節 ～ 第 二 節 の 五 略 ］ 

第 二 節 の 六 落 札 金 の 使 途 （ 第 五 十 一 条 の 十 四 の 二 ・ 第 五 十 一 条 の 十 四 の 三 ） 

第 二 節 の 七 混 信 等 の 許 容 の 申 出 （ 第 五 十 一 条 の 十 四 の 四 ） 

［ 第 三 節 略 ］ 

第 四 節 提 出 書 類 等 （ 第 五 十 二 条 ・ 第 五 十 二 条 の 二 ） 

［ 第 五 節 略 ］ 

附 則 

目 次 

［ 第 一 章 ～ 第 三 章 同 上 ］ 

第 四 章 雑 則 

［ 第 一 節 ～ 第 二 節 の 五 同 上 ］ 

第 二 節 の 六 混 信 等 の 許 容 の 申 出 （ 第 五 十 一 条 の 十 四 の 二 ） 

 

［ 第 三 節 同 上 ］ 

第 四 節 提 出 書 類 （ 第 五 十 二 条 ） 

［ 第 五 節 同 上 ］ 

附 則 

（ 公 示 す る 期 間 内 に 申 請 す る こ と を 要 し な い 無 線 局 ）  （ 公 示 す る 期 間 内 に 申 請 す る こ と を 要 し な い 無 線 局 ）  

第 六 条 の 四 法 第 六 条 第 八 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の と す る 。 

［ 一 ～ 十 略 ］ 

十 一 法 第 六 条 第 八 項 第 五 号 に 掲 げ る 無 線 局 の う ち 、 同 項 の 規 定 に よ る 周 波 数 の 公 示 の 際 現 に

当 該 周 波 数 を 使 用 し て い る 無 線 局 と 無 線 通 信 の 態 様 及 び 無 線 局 の 目 的 が 同 一 で あ る も の 

第 六 条 の 四 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 十 同 上 ］ 

［ 新 設 ］ 

（ 通 信 の 最 大 距 離 ）  

第 六 条 の 四 の 二 法 第 六 条 第 八 項 第 五 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 距 離 は 、 一 キ ロ メ ー ト ル と す る 。 ［ 新 設 ］ 

（ 適 正 か つ 確 実 に 基 幹 放 送 を す る こ と に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の と す る 基 準 ） （ 適 正 か つ 確 実 に 基 幹 放 送 を す る こ と に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い も の と す る 基 準 ） 

第 六 条 の 四 の 三 ［ 略 ］ 第 六 条 の 四 の 二 ［ 同 上 ］ 

第 七 条 の 二  法 第 十 三 条 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 船 舶 地 球 局 は 、 国 際 移 動 通 信 衛 星 機 構 が 監

督 す る 法 人 が 開 設 す る 人 工 衛 星 局 （ 以 下 「 イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 」 と い う 。 ） の 中 継 に よ

り 海 岸 地 球 局 と 通 信 を 行 う た め に 開 設 す る 船 舶 地 球 局 （ 以 下 「 イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 」 と

い う 。 ） の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線 設 備 を 使 用 す る も の 又 は 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す

る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る も の と す る 。 

［ 新 設 ］ 

第 七 条 の 三 ［ 略 ］ 第 七 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

第 七 条 の 四 ［ 略 ］ 第 七 条 の 三 ［ 同 上 ］ 

第 八 条  第 七 条 及 び 前 二 条 の 規 定 は 、 同 一 の 種 別 （ 地 上 基 幹 放 送 局 に つ い て は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ

放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 （ 当 該 放 送 の 電 波 に 重 畳 し て 多 重 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 を 含 む

。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） と そ れ 以 外 の 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 の 区 分 別 と す る 。 ） に

属 す る 無 線 局 に つ い て 同 時 に 有 効 期 間 が 満 了 す る よ う 総 務 大 臣 が 定 め る 一 定 の 時 期 （ コ ミ ュ ニ

テ ィ 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 、 設 備 規 則 第 三 条 第 一 号 に 規 定 す る 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局

並 び に 同 条 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の う ち 二 、 五 四 五 MH
z

を 超 え 二 、 五 七 五 MH
z

以 下 及 び 二 、 五 九 五 MH
z

を 超 え 二 、 六 四 五 MH
z

に 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る も の に あ つ て は 、 別 に 告 示 で 定 め る 日 、 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 （ 設 備 規 則 第 三 条 第 一 号 に

規 定 す る 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 並 び に 同 条 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス

テ ム の 無 線 局 の う ち 二 、 五 四 五 MH
z

を 超 え 二 、 五 七 五 MH
z

以 下 及 び 二 、 五 九 五 MH
z

を 超 え 二 、 六 四

第 八 条  前 三 条 の 規 定 は 、 同 一 の 種 別 （ 地 上 基 幹 放 送 局 に つ い て は 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を 行 う

地 上 基 幹 放 送 局 （ 当 該 放 送 の 電 波 に 重 畳 し て 多 重 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 を 含 む 。 以 下 こ の

項 に お い て 同 じ 。 ） と そ れ 以 外 の 放 送 を 行 う 地 上 基 幹 放 送 局 の 区 分 別 と す る 。 ） に 属 す る 無 線

局 に つ い て 同 時 に 有 効 期 間 が 満 了 す る よ う 総 務 大 臣 が 定 め る 一 定 の 時 期 （ コ ミ ュ ニ テ ィ 放 送 を

行 う 地 上 基 幹 放 送 局 、 設 備 規 則 第 三 条 第 一 号 に 規 定 す る 携 帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 並 び に 同 条

第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の う ち 二 、 五 四 五 MH
z

を 超 え 二 、

五 七 五 MH
z

以 下 及 び 二 、 五 九 五 MH
z

を 超 え 二 、 六 四 五 MH
z

に 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に

あ つ て は 、 別 に 告 示 で 定 め る 日 、 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 （ 設 備 規 則 第 三 条 第 一 号 に 規 定 す る 携

帯 無 線 通 信 を 行 う 無 線 局 並 び に 同 条 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線

局 の う ち 二 、 五 四 五 MH
z

を 超 え 二 、 五 七 五 MH
z

以 下 及 び 二 、 五 九 五 MH
z

を 超 え 二 、 六 四 五 MH
z

以 下
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五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 携 帯 移 動 業

務 の 無 線 局 、 無 線 呼 出 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線 航 行 移 動 局 及 び 地 球 局 に あ つ て は 、 毎 年 一 の 別 に

告 示 で 定 め る 日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 一 定 日 」 と い う 。 ） ） に 免 許 等 （ 法 第 二 十 五 条 第 一 項

の 免 許 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を し た 無 線 局 に 適 用 が あ る も の と し 、 免 許 等 を す る 時 期 が こ れ

と 異 な る 無 線 局 の 免 許 等 の 有 効 期 間 は 、 第 七 条 及 び 前 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 一 定 の 時

期 （ 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 、 携 帯 移 動 業 務 の 無 線 局 、 無 線 呼 出 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線 航 行 移 動

局 及 び 地 球 局 に あ つ て は 、 免 許 等 を す る 時 期 の 直 前 の 一 定 日 ） に 免 許 等 を 受 け た 当 該 種 別 の 無

線 局 に 係 る 免 許 等 の 有 効 期 間 の 満 了 の 日 ま で の 期 間 と す る 。 

の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の を 除 く 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 携 帯 移 動 業 務 の 無 線 局

、 無 線 呼 出 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線 航 行 移 動 局 及 び 地 球 局 に あ つ て は 、 毎 年 一 の 別 に 告 示 で 定 め

る 日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 一 定 日 」 と い う 。 ） ） に 免 許 等 （ 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 免 許 等 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） を し た 無 線 局 に 適 用 が あ る も の と し 、 免 許 等 を す る 時 期 が こ れ と 異 な る 無

線 局 の 免 許 等 の 有 効 期 間 は 、 前 三 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 一 定 の 時 期 （ 陸 上 移 動 業 務 の 無

線 局 、 携 帯 移 動 業 務 の 無 線 局 、 無 線 呼 出 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線 航 行 移 動 局 及 び 地 球 局 に あ つ て

は 、 免 許 等 を す る 時 期 の 直 前 の 一 定 日 ） に 免 許 等 を 受 け た 当 該 種 別 の 無 線 局 に 係 る 免 許 等 の 有

効 期 間 の 満 了 の 日 ま で の 期 間 と す る 。 

（ 開 設 計 画 の 認 定 の 有 効 期 間 ） （ 開 設 計 画 の 認 定 の 有 効 期 間 ） 

第 九 条 の 二  法 第 二 十 七 条 の 十 四 第 七 項 に 規 定 す る 開 設 計 画 の 認 定 の 有 効 期 間 は 、 当 該 認 定 の

日 か ら 起 算 し て 十 年 （ 法 第 二 十 七 条 の 十 二 第 三 項 第 二 号 イ 又 は ロ に 規 定 す る 周 波 数 を 使 用 す る

特 定 基 地 局 （ 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 基 地 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 開 設 計 画 の 認 定 に あ つ

て は 、 二 十 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 期 間 ） と す る 。 

第 九 条 の 二  法 第 二 十 七 条 の 十 四 第 七 項 に 規 定 す る 開 設 計 画 の 認 定 の 有 効 期 間 は 、 当 該 認 定 の

日 か ら 起 算 し て 十 年 （ 法 第 二 十 七 条 の 十 二 第 三 項 第 二 号 イ 又 は ロ に 規 定 す る 周 波 数 を 使 用 す る

特 定 基 地 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 十 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 基 地 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 開 設 計

画 の 認 定 に あ つ て は 、 二 十 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 期 間 ） と す る 。 

（ 特 定 高 周 波 数 無 線 局 の 開 設 の 認 定 の 有 効 期 間 ）  

第 九 条 の 三  法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 三 第 八 項 に 規 定 す る 同 条 第 七 項 の 認 定 の 有 効 期 間 は 、 当 該

認 定 の 日 か ら 起 算 し て 十 年 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 二 第 二 項 第 二 号 イ 又 は ロ に 規 定 す る 周 波 数

を 使 用 す る 特 定 高 周 波 数 無 線 局 （ 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 高 周 波 数 無 線 局 を い う 。 以 下 同 じ

。 ） に 係 る 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 三 第 七 項 の 認 定 に あ つ て は 、 二 十 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 、 総

務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 期 間 ） と す る 。 

［ 新 設 ］ 

第 九 条 の 四 ［ 略 ］ 第 九 条 の 三 ［ 同 上 ］ 

（ 開 設 計 画 の 認 定 の 取 消 猶 予 の 勘 案 事 項 ） （ 開 設 計 画 の 認 定 の 取 消 猶 予 の 勘 案 事 項 ） 

第 十 一 条 の 二 の 十 一  法 第 二 十 七 条 の 十 六 第 二 項 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ

る も の と す る 。 

［ 一 略 ］ 

二 法 第 五 条 第 一 項 第 四 号 に 該 当 す る こ と と な つ た 認 定 特 定 基 地 局 開 設 者 に お い て 、 過 去 に 法

第 二 十 七 条 の 十 六 第 二 項 の 規 定 に よ り 当 該 認 定 特 定 基 地 局 開 設 者 の 認 定 を 取 り 消 さ な い こ と

と さ れ た こ と が あ る か 否 か の 別 

第 十 一 条 の 二 の 十 一 ［ 同 上 ］ 

 

［ 一 同 上 ］ 

二 法 第 五 条 第 一 項 第 四 号 に 該 当 す る こ と と な つ た 認 定 開 設 者 に お い て 、 過 去 に 法 第 二 十 七 条

の 十 六 第 二 項 の 規 定 に よ り 当 該 認 定 開 設 者 の 認 定 を 取 り 消 さ な い こ と と さ れ た こ と が あ る か

否 か の 別 

（ 特 定 高 周 波 数 無 線 局 の 開 設 の 認 定 の 公 示 ）  

第 十 一 条 の 二 の 十 二  法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 三 第 九 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 公 示 す る 事 項 は 、 認

定 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 と す る 。 

２  総 務 大 臣 は 、 認 定 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 に つ い て 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 三 第 十 一 項 の

規 定 に よ る 届 出 が あ つ た と き は 、 そ の 旨 を 公 示 す る 。  

［ 新 設 ］ 

（ 特 定 高 周 波 数 無 線 局 の 開 設 の 認 定 の 取 消 し を 行 わ な い 特 別 の 事 情 ）  

第 十 一 条 の 二 の 十 三  法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 四 第 四 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 特 別 の 事 情 は 、 次 に

掲 げ る も の と す る 。 

一 正 当 な 理 由 が な い の に 、 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 三 第 七 項 の 認 定 を 受 け た 日 か ら 起 算 し て 二

年 以 内 に 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 四 第 三 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ つ た こ と 。 

二 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 四 第 一 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る お そ れ が あ る こ と 。 

［ 新 設 ］ 



四 頁  
 

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 四 第 三 項 の 規 定 に よ る 申 請 に よ り 不 正

な 利 益 を 得 る お そ れ が あ る こ と 。 
（ 具 備 す べ き 電 波 等 ） （ 具 備 す べ き 電 波 等 ） 

第 十 二 条 ［ 略 ］ 第 十 二 条 ［ 同 上 ］ 

［ ２ ～ ４ 略 ］ ［ ２ ～ ４ 同 上 ］ 

５  船 舶 地 球 局 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 船 舶 地 球 局 の 区 別 に 従 い 、 当 該 各 号 に 定 め る 電 波 を 送 り

、 及 び 受 け る こ と が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。  

５ ［ 同 上 ］ 

一 イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 波 一 国 際 移 動 通 信 衛 星 機 構 が 監 督 す る 法 人 が 開 設 す る 人 工 衛 星 局 （ 以 下 「 イ ン マ ル サ ツ ト 人 工

衛 星 局 」 と い う 。 ） の 中 継 に よ り 海 岸 地 球 局 と 通 信 を 行 う た め に 開 設 す る 船 舶 地 球 局 （ 以 下

「 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 」 と い う 。 ） 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 電 波 

［ 二 略 ］ ［ 二 同 上 ］ 

［ ６ ～ 1
2  略 ］ ［ ６ ～ 1
2  同 上 ］ 

（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 機 器 ） （ 義 務 船 舶 局 の 無 線 設 備 の 機 器 ） 

第 二 十 八 条  法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 船 舶 及 び 航 行 区 域 の 区 分 に 応 じ て 義 務 船 舶 局 等 の 無 線

設 備 に 備 え な け れ ば な ら な い 機 器 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 当 該 義 務 船 舶 局 等 の あ る 船

舶 の 船 体 の 構 造 そ の 他 の 事 情 に よ り 当 該 機 器 を 備 え る こ と が 困 難 で あ る と 総 合 通 信 局 長 が 認 め

る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

第 二 十 八 条  法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 船 舶 及 び 航 行 区 域 の 区 分 に 応 じ て 義 務 船 舶 局 の 無 線 設

備 に 備 え な け れ ば な ら な い 機 器 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 当 該 義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 の

船 体 の 構 造 そ の 他 の 事 情 に よ り 当 該 機 器 を 備 え る こ と が 困 難 で あ る と 総 合 通 信 局 長 が 認 め る も

の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

一 Ａ 一 海 域 （ Ｆ 二 Ｂ 電 波 一 五 六 ・ 五 二 五 MH
z

に よ る 遭 難 通 信 を 行 う こ と が で き る 海 岸 局 の 通

信 圏 で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 及 び 外 国 の 政 府 が 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ

。 ） の み を 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 （ 法 第 十 三 条 第 二 項 の 船 舶 局 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） ）

に あ つ て は 、 次 の 機 器 

一 Ａ 一 海 域 （ Ｆ 二 Ｂ 電 波 一 五 六 ・ 五 二 五 MH
z

に よ る 遭 難 通 信 を 行 う こ と が で き る 海 岸 局 の 通

信 圏 で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 及 び 外 国 の 政 府 が 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ

。 ） の み を 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 に あ つ て は 、 次 の 機 器 

［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ ［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

⑶ 船 舶 の 航 行 の 安 全 に 関 す る 情 報 を 受 信 す る た め の 機 器 ⑶ ［ 同 上 ］ 

㈠ ナ ブ テ ッ ク ス 受 信 機 （ Ｆ 一 Ｂ 電 波 五 一 八 kH
z

を 受 信 す る こ と が で き る も の に 限 る 。 以

下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 一 台 

㈠ ナ ブ テ ツ ク ス 受 信 機 （ Ｆ 一 Ｂ 電 波 五 一 八 kH
z

を 受 信 す る こ と が で き る も の に 限 る 。 以

下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） 一 台 

㈡  高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 （ ナ ブ テ ッ ク ス 受 信 機 の た め の 海 上 安 全 情 報 を 送 信 す る

無 線 局 の 通 信 圏 と し て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 及 び 外 国 の 政 府 が 定 め る も の を 超

え て 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 に 限 る 。 次 号 及 び 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） 一 台 

㈡  高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 （ ナ ブ テ ツ ク ス 受 信 機 の た め の 海 上 安 全 情 報 を 送 信 す る

無 線 局 の 通 信 圏 と し て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 及 び 外 国 の 政 府 が 定 め る も の を 超

え て 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 に 限 る 。 次 号 及 び 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ） 一 台 

［ ⑷ 略 ］ ［ ⑷ 同 上 ］ 

二 Ａ 一 海 域 及 び Ａ 二 海 域 （ Ｆ 一 Ｂ 電 波 二 、 一 八 七 ・ 五 kH
z

に よ る 遭 難 通 信 を 行 う こ と が で き

る 海 岸 局 の 通 信 圏 （ Ａ 一 海 域 を 除 く 。 ） で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 及 び 外 国 の

政 府 が 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の み を 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 に あ つ て は 、 次 の

機 器 

二 Ａ 一 海 域 及 び Ａ 二 海 域 （ Ｆ 一 Ｂ 電 波 二 、 一 八 七 ・ 五 kH
z

に よ る 遭 難 通 信 を 行 う こ と が で き

る 海 岸 局 の 通 信 圏 （ Ａ 一 海 域 を 除 く 。 ） で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 及 び 外 国 の

政 府 が 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の み を 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 に あ つ て は 、 次 の

機 器 

［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ ［ ⑴ 同 上 ］ 

⑶ 船 舶 の 航 行 の 安 全 に 関 す る 情 報 を 受 信 す る た め の 機 器 ⑶ ［ 同 上 ］ 

㈠ ナ ブ テ ッ ク ス 受 信 機 一 台 ㈠ ナ ブ テ ツ ク ス 受 信 機 一 台 

［ ㈡ 略 ］ ［ ㈡ 同 上 ］ 

［ ⑷ 略 ］ ［ ⑷ 同 上 ］ 



五 頁  
 

三 Ａ 一 海 域 、 Ａ 二 海 域 及 び そ の 他 の 海 域 を 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 等 に あ つ て は 、 次 の 機

器 

三 Ａ 一 海 域 、 Ａ 二 海 域 及 び そ の 他 の 海 域 を 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 に あ つ て は 、 次 の 機 器 

［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ ［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

⑶ 船 舶 の 航 行 の 安 全 に 関 す る 情 報 を 受 信 す る た め の 機 器 ⑶ ［ 同 上 ］ 

㈠ ナ ブ テ ッ ク ス 受 信 機 一 台 ㈠ ナ ブ テ ツ ク ス 受 信 機 一 台 

［ ㈡ 略 ］ ［ ㈡ 同 上 ］ 

⑷ そ の 他 の 機 器 ⑷ ［ 同 上 ］ 

［ ㈠ ～ ㈥ 略 ］ ［ ㈠ ～ ㈥ 同 上 ］ 

㈦  イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線 設 備 又 は 第 十 二 条 第 五 項 第

二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の の 無 線 設 備 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛

星 局 の 通 信 圏 を 超 え て 航 行 す る 船 舶 の 船 舶 地 球 局 に あ つ て は 、 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に

規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の

電 波 を 使 用 す る も の の 無 線 設 備 ） 一 台 

［ 新 設 ］ 

２  義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 に は 、 前 項 に 掲 げ る 機 器 の ほ か 、 当 該 義 務 船 舶 局 等 の あ る 船 舶 の

航 行 す る 海 域 に 応 じ て 、 当 該 船 舶 を 運 航 す る た め に 必 要 な 陸 上 と の 間 の 通 信 を 行 う こ と が で き

る 機 器 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 前 項 の 機 器 又 は 当 該 義 務 船 舶 局 等 の あ る 船 舶 に 開 設

す る 他 の 無 線 局 の 無 線 設 備 に よ り 当 該 通 信 を 行 う こ と が で き る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

２  義 務 船 舶 局 の 無 線 設 備 に は 、 前 項 に 掲 げ る 機 器 の ほ か 、 当 該 義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 の 航 行

す る 海 域 に 応 じ て 、 当 該 船 舶 を 運 航 す る た め に 必 要 な 陸 上 と の 間 の 通 信 を 行 う こ と が で き る 機

器 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 前 項 の 機 器 又 は 当 該 義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 に 開 設 す る 他

の 無 線 局 の 無 線 設 備 に よ り 当 該 通 信 を 行 う こ と が で き る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

３  義 務 船 舶 局 等 の あ る 船 舶 の う ち 、 旅 客 船 で あ つ て 国 際 航 海 に 従 事 す る も の 及 び 総 ト ン 数 五

〇 〇 ト ン 以 上 の 旅 客 船 以 外 の 船 舶 で あ つ て 国 際 航 海 に 従 事 す る も の （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る

も の を 除 く 。 ） の 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 に は 、 前 二 項 の 機 器 の ほ か 、 船 舶 保 安 警 報 装 置 （ 海

上 保 安 庁 に 対 し て 船 舶 保 安 警 報 を 伝 送 で き る こ と そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 要 件 を 満 た す

機 器 を い う 。 ） を 備 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 前 二 項 の 機 器 に よ り 、 当 該 要 件 を 満 た す こ

と が で き る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

３  義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 の う ち 、 旅 客 船 で あ つ て 国 際 航 海 に 従 事 す る も の 及 び 総 ト ン 数 五 〇

〇 ト ン 以 上 の 旅 客 船 以 外 の 船 舶 で あ つ て 国 際 航 海 に 従 事 す る も の （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も

の を 除 く 。 ） の 義 務 船 舶 局 の 無 線 設 備 に は 、 前 二 項 の 機 器 の ほ か 、 船 舶 保 安 警 報 装 置 （ 海 上 保

安 庁 に 対 し て 船 舶 保 安 警 報 を 伝 送 で き る こ と そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 要 件 を 満 た す 機 器

を い う 。 ） を 備 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 前 二 項 の 機 器 に よ り 、 当 該 要 件 を 満 た す こ と が

で き る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

４  国 際 航 海 に 従 事 す る 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 に は 、 前 三 項 の

機 器 の ほ か 、 設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 三 の 五 に 規 定 す る 無 線 設 備 で あ つ て そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 装 置 を 備 え る も の を 備 え な け れ ば な ら な い 。  

４  国 際 航 海 に 従 事 す る 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 の 無 線 設 備 に は 、 前 三 項 の 機

器 の ほ か 、 設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 三 の 五 に 規 定 す る 無 線 設 備 で あ つ て そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 装 置 を 備 え る も の を 備 え な け れ ば な ら な い 。  

［ 表 略 ］ ［ 表 同 上 ］ 

５  義 務 船 舶 局 等 の あ る 船 舶 に 積 載 す る 高 速 救 助 艇 に は 、 当 該 高 速 救 助 艇 ご と に 、 手 で 保 持 し

な く て も 、 送 信 を 行 う こ と が で き る よ う に す る た め の 附 属 装 置 を 有 す る 双 方 向 無 線 電 話 を 備 え

な け れ ば な ら な い 。 
５  義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 に 積 載 す る 高 速 救 助 艇 に は 、 当 該 高 速 救 助 艇 ご と に 、 手 で 保 持 し な

く て も 、 送 信 を 行 う こ と が で き る よ う に す る た め の 附 属 装 置 を 有 す る 双 方 向 無 線 電 話 を 備 え な

け れ ば な ら な い 。 

６  義 務 船 舶 局 等 の あ る 船 舶 の う ち 、 旅 客 船 で あ つ て 国 際 航 海 に 従 事 す る も の 及 び 総 ト ン 数 三

〇 〇 ト ン 以 上 の 旅 客 船 以 外 の 船 舶 で あ つ て 国 際 航 海 に 従 事 す る も の （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る

も の を 除 く 。 ） の 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 に は 、 第 一 項 及 び 第 二 項 の 機 器 の ほ か 、 船 舶 長 距 離

識 別 追 跡 装 置 （ 海 上 保 安 庁 に 対 し て 自 船 の 識 別 及 び 位 置 （ そ の 取 得 日 時 を 含 む 。 ） に 係 る 情 報

を 自 動 的 に 伝 送 で き る こ と そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 要 件 を 満 た す 機 器 を い う 。 ） を 備 え

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 一 項 及 び 第 二 項 の 機 器 に よ り 、 当 該 要 件 を 満 た す こ と が で き る

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

６  義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 の う ち 、 旅 客 船 で あ つ て 国 際 航 海 に 従 事 す る も の 及 び 総 ト ン 数 三 〇

〇 ト ン 以 上 の 旅 客 船 以 外 の 船 舶 で あ つ て 国 際 航 海 に 従 事 す る も の （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も

の を 除 く 。 ） の 義 務 船 舶 局 の 無 線 設 備 に は 、 第 一 項 及 び 第 二 項 の 機 器 の ほ か 、 船 舶 長 距 離 識 別

追 跡 装 置 （ 海 上 保 安 庁 に 対 し て 自 船 の 識 別 及 び 位 置 （ そ の 取 得 日 時 を 含 む 。 ） に 係 る 情 報 を 自

動 的 に 伝 送 で き る こ と そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 要 件 を 満 た す 機 器 を い う 。 ） を 備 え な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 一 項 及 び 第 二 項 の 機 器 に よ り 、 当 該 要 件 を 満 た す こ と が で き る 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。 



六 頁  
 

［ 削 る ］ ７  第 一 項 第 三 号 の 船 舶 で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る イ ン マ ル サ ツ ト 人 工 衛 星 局 の 通 信

圏 を 超 え て 航 行 す る も の （ 船 舶 安 全 法 （ 昭 和 八 年 法 律 第 十 一 号 ） の 規 定 に よ り 第 十 二 条 第 五 項

第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 を 備 え る も の を 除 く 。 ） の 義 務 船 舶 局 は 、 中 短 波 帯 及 び 短 波 帯 （ 四

MH
z

を 超 え 二 六 ・ 一 七 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 帯 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 第 三 十 二 条 の 十 に お い て 同

じ 。 ） の 無 線 設 備 （ デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 及 び 無 線 電 話 が 可 能 な も の に 限 る 。 ） の 機 器 及 び 中

短 波 帯 及 び 短 波 帯 の デ ジ タ ル 選 択 呼 出 専 用 受 信 機 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 

［ 削 る ］ ８  前 項 の 場 合 に お い て 、 そ の 義 務 船 舶 局 に は 、 第 一 項 第 三 号 の ⑴ の ㈡ 及 び ⑷ の ㈣ の 機 器 を 備

え る こ と を 要 し な い 。 

７  第 一 項 の 義 務 船 舶 局 等 で あ つ て 、 そ の 義 務 船 舶 局 等 の あ る 船 舶 に 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し 受

信 の 機 能 を 持 つ イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 又 は 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し 受 信 の 機 能 を

持 つ 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六

・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 を 備 え る も の は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず

、 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 を 備 え る こ と を 要 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 イ ン マ ル サ ッ

ト 船 舶 地 球 局 又 は 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か

ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 高 機 能 グ

ル ー プ 呼 出 受 信 機 と み な し て 、 義 務 船 舶 局 等 に お け る 当 該 機 器 に 係 る 規 定 を 適 用 す る 。 

９  第 一 項 の 義 務 船 舶 局 で あ つ て 、 そ の 義 務 船 舶 局 の あ る 船 舶 に 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し 受 信 の

機 能 を 持 つ イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 又 は 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 し 受 信 の 機 能 を 持 つ

第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五

MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 を 備 え る も の は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 高

機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 を 備 え る こ と を 要 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 イ ン マ ル サ ツ ト 船

舶 地 球 局 又 は 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一

、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 高 機 能 グ ル ー

プ 呼 出 受 信 機 と み な し て 、 義 務 船 舶 局 等 に お け る 当 該 機 器 に 係 る 規 定 を 適 用 す る 。 

８  総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 等 は 、 当 該 告 示 に お い て 定 め る 機 器 を も つ て 第

一 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 に よ り 備 え な け れ ば な ら な い 機 器 に 代 え る こ と が で き る 。 

1
0  小 型 の 船 舶 又 は 我 が 国 の 沿 岸 海 域 の み を 航 行 す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告

示 す る と こ ろ に よ り 、 当 該 告 示 に お い て 定 め る 機 器 を も つ て 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ り 備

え な け れ ば な ら な い 機 器 に 代 え る こ と が で き る 。  

（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 等 ） （ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 等 ） 

第 二 十 八 条 の 二  法 第 三 十 四 条 た だ し 書 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 義 務 船 舶

局 等 の 無 線 設 備 と す る 。 

一 遠 洋 区 域 又 は 近 海 区 域 を 航 行 区 域 と す る 総 ト ン 数 一 、 六 〇 〇 ト ン 未 満 の 船 舶 （ 旅 客 船 を 除

く 。 ） 及 び 沿 海 区 域 又 は 平 水 区 域 を 航 行 区 域 と す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 等 （ 国 際 航 海 に 従 事 し

な い 船 舶 の も の に 限 る 。 ） で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 

二 総 ト ン 数 三 〇 〇 ト ン 未 満 の 漁 船 の 義 務 船 舶 局 等  

第 二 十 八 条 の 二  法 第 三 十 四 条 本 文 の 総 務 省 令 で 定 め る 船 舶 地 球 局 は 、 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地

球 局 又 は 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六

二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 及 び 第 二 十 八 条 の 五 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 イ

ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線 設 備 又 は 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す

る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る 無 線 設 備 を 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 の 予 備 設 備 と し た 場 合 に お け る 当 該 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地

球 局 又 は 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一 、 六

二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の と す る 。  

 ２  法 第 三 十 四 条 た だ し 書 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 義 務 船 舶 局 等 （ 法 第 三

十 四 条 の 義 務 船 舶 局 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設 備 と す る 。 

 一 遠 洋 区 域 又 は 近 海 区 域 を 航 行 区 域 と す る 総 ト ン 数 一 、 六 〇 〇 ト ン 未 満 の 船 舶 （ 旅 客 船 を 除

く 。 ） 及 び 沿 海 区 域 又 は 平 水 区 域 を 航 行 区 域 と す る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 等 （ 国 際 航 海 に 従 事 し

な い 船 舶 の も の に 限 る 。 ） で あ つ て 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の 

二 総 ト ン 数 三 〇 〇 ト ン 未 満 の 漁 船 の 義 務 船 舶 局 等  

第 二 十 八 条 の 五  法 第 三 十 五 条 第 一 号 の 規 定 に よ り 備 え な け れ ば な ら な い 予 備 設 備 は 、 次 に 掲

げ る 無 線 設 備 の 機 器 と す る 。 

第 二 十 八 条 の 五 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ・ 二 略 ］ ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 
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三 第 二 十 八 条 第 一 項 第 三 号 の 義 務 船 舶 局 等 に あ つ て は 、 同 号 の ⑴ の ㈠ の 無 線 設 備 及 び イ ン マ

ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線 設 備 （ 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る イ ン マ ル サ

ッ ト 人 工 衛 星 局 の 通 信 圏 を 超 え て 航 行 す る 船 舶 の 船 舶 地 球 局 の も の を 除 く 。 ） 、 第 十 二 条 第

五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 ＭＨ
ｚ

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 ＭＨ
ｚ

ま で の 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の の 無 線 設 備 又 は 中 短 波 帯 及 び 短 波 帯 の 電 波 を 使 用 す る も の の 無 線

設 備 （ デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 、 無 線 電 話 及 び デ ジ タ ル 選 択 呼 出 専 用 受 信 機 が 可 能 な も の に 限

る 。 ） 

三 第 二 十 八 条 第 一 項 第 三 号 の 義 務 船 舶 局 に あ つ て は 、 同 号 の ⑴ の ㈠ の 無 線 設 備 及 び イ ン マ ル

サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の 無 線 設 備 、 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶

地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 ＭＨ
ｚ

か ら 一 、 六 二 六 ・ 五 ＭＨ
ｚ

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の

の 無 線 設 備 又 は 中 短 波 帯 及 び 短 波 帯 の 電 波 を 使 用 す る も の の 無 線 設 備 （ デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装

置 、 無 線 電 話 及 び デ ジ タ ル 選 択 呼 出 専 用 受 信 機 が 可 能 な も の に 限 る 。 ） 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

３  第 一 項 の 予 備 設 備 は 、 同 項 の 規 定 に よ る 機 器 を 備 え る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 で あ る 場 合 に

は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ り 、 イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型

の 無 線 設 備 又 は 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら

一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 の 機 器 そ の 他 の 当 該 告 示 に お い て

定 め る 機 器 と す る こ と が で き る 。 

３  第 一 項 の 予 備 設 備 は 、 同 項 の 規 定 に よ る 機 器 を 備 え る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 で あ る 場 合 に

は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ り 、 イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型

の 無 線 設 備 又 は 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら

一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 の 機 器 そ の 他 の 当 該 告 示 に お い て

定 め る 機 器 と す る こ と が で き る 。 

［ ４ ～ ７ 略 ］ ［ ４ ～ ７ 同 上 ］ 

（ 予 備 品 ） （ 予 備 品 ） 

第 三 十 一 条  法 第 三 十 二 条 の 規 定 に よ り 船 舶 局 の 無 線 設 備 に 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 予 備 品

は 、 無 線 設 備 （ 空 中 線 電 力 一 〇 ワ ツ ト 以 下 の も の 、 二 六 ・ 一 七 五 MH
z

を 超 え る 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る も の そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を 除 く 。 ） の 各 装 置 ご と に そ れ ぞ れ 次 の と お

り と す る 。 た だ し 、 各 装 置 に 共 通 に 使 用 す る こ と が で き る も の に つ い て は 、 装 置 ご と に 備 え 付

け る こ と を 要 し な い も の と す る 。 

第 三 十 一 条 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 五 略 ］ ［ 一 ～ 五 同 上 ］ 

六 蒸 留 水 （ 蒸 留 水 の 補 給 を 必 要 と す る 蓄 電 池 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 五 リ ッ ト ル （ 義 務

船 舶 局 等 以 外 は 二 リ ッ ト ル と す る 。 ） 

六 蒸 留 水 （ 蒸 留 水 の 補 給 を 必 要 と す る 蓄 電 池 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 五 リ ッ ト ル （ 義 務

船 舶 局 以 外 は 二 リ ッ ト ル と す る 。 ） 

［ 七 ・ 八 略 ］ ［ 七 ・ 八 同 上 ］ 

［ ２ ～ ５ 略 ］ ［ ２ ～ ５ 同 上 ］ 

（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 操 作 ） 

第 三 十 二 条 の 十  法 第 三 十 九 条 第 一 項 本 文 の 総 務 省 令 で 定 め る 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 は 、 次

の と お り と す る 。 た だ し 、 航 海 の 態 様 が 特 殊 な 船 舶 の 無 線 設 備 そ の 他 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局

長 が 特 に 認 め る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 操 作 ） 

第 三 十 二 条 の 十 ［ 同 上 ］ 

［ 一 略 ］ ［ 一 同 上 ］ 

二 前 号 の ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲 げ る 船 舶 に 開 設 さ れ た イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 第

二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の も の に 限

る 。 ） 又 は 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一

、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 

二 前 号 の ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲 げ る 船 舶 に 開 設 さ れ た イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 第

二 十 八 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る イ ン マ ル サ ツ ト 船 舶 地 球 局 の イ ン マ ル サ ッ ト Ｃ 型 の も の に 限

る 。 ） 又 は 第 十 二 条 第 五 項 第 二 号 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の う ち 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 一

、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 無 線 設 備 

（ 免 許 記 録 の 目 的 等 に か か わ ら ず 運 用 す る こ と が で き る 通 信 ） （ 免 許 記 録 の 目 的 等 に か か わ ら ず 運 用 す る こ と が で き る 通 信 ） 

第 三 十 七 条  次 に 掲 げ る 通 信 は 、 法 第 五 十 二 条 第 六 号 の 通 信 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一

号 の 通 信 を 除 く ほ か 、 船 舶 局 に つ い て は そ の 船 舶 の 航 行 中 、 航 空 機 局 に つ い て は そ の 航 空 機 の

第 三 十 七 条 ［ 同 上 ］ 
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航 行 中 又 は 航 行 の 準 備 中 に 限 る 。 た だ し 、 運 用 規 則 第 四 十 条 第 一 号 及 び 第 三 号 並 び に 第 百 四 十

二 条 第 一 号 の 規 定 の 適 用 を 妨 げ な い 。 
［ 一 ～ 三 十 三 略 ］ 

三 十 四 法 第 百 三 条 の 七 の 規 定 に よ る 許 可 に 基 づ き 第 一 号 包 括 免 許 人 が 運 用 す る 同 条 第 一 項 第

二 号 の 無 線 局 と 当 該 第 一 号 包 括 免 許 人 の 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 の 通 信 の 相 手 方 で あ る 無

線 局 と の 間 で 行 う 通 信 

［ 一 ～ 三 十 三 同 上 ］ 

三 十 四 法 第 百 三 条 の 六 の 規 定 に よ る 許 可 に 基 づ き 第 一 号 包 括 免 許 人 が 運 用 す る 同 条 第 一 項 第

二 号 の 無 線 局 と 当 該 第 一 号 包 括 免 許 人 の 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 の 通 信 の 相 手 方 で あ る 無

線 局 と の 間 で 行 う 通 信 

第 二 節 の 六 落 札 金 の 使 途 ［ 新 設 ］ 

（ 法 第 第 百 三 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 援 助 ）  

第 五 十 一 条 の 十 四 の 二  法 第 百 三 条 の 五 第 一 項 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 必 要 な 援 助 は 、 次 に

掲 げ る も の と す る 。 

一 法 第 百 三 条 の 五 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 変 更 に 係 る 周 知 

二 法 第 百 三 条 の 五 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 変 更 に 係 る 相 談 窓 口 の 設 置 そ の 他 の 援 助 

 

（ 法 第 第 百 三 条 の 五 第 一 項 第 三 号 の 援 助 ）  

第 五 十 一 条 の 十 四 の 三  法 第 百 三 条 の 五 第 一 項 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 必 要 な 援 助 は 、 次 に

掲 げ る も の と す る 。 

一 法 第 百 三 条 の 五 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 導 入 に 係 る 周 知 

二 法 第 百 三 条 の 五 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 導 入 に 必 要 な 周 波 数 の 共 同 利 用 を 促 進 す る 技 術 を

用 い た 設 備 の 整 備 

三 法 第 百 三 条 の 五 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 導 入 に 係 る 相 談 窓 口 の 設 置 そ の 他 の 援 助 

 

第 二 節 の 七 混 信 等 の 許 容 の 申 出 第 二 節 の 六 ［ 同 上 ］ 

第 五 十 一 条 の 十 四 の 四 ［ 略 ］ 第 五 十 一 条 の 十 四 の 二 ［ 同 上 ］ 

（ 権 限 の 委 任 ） （ 権 限 の 委 任 ） 

第 五 十 一 条 の 十 五  法 に 規 定 す る 総 務 大 臣 の 権 限 で 次 に 掲 げ る も の は 、 所 轄 総 合 通 信 局 長 （ 沖

縄 総 合 通 信 事 務 所 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 委 任 す る 。 た だ し 、 第 二 号 の 二 の 三 、 第 三 号 及 び

第 五 号 の 二 に 掲 げ る 権 限 は 、 総 務 大 臣 が 自 ら 行 う こ と が あ る 。  

第 五 十 一 条 の 十 五 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 六 略 ］ 

七 法 第 百 三 条 の 七 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 

［ 八 略 ］ 

［ 一 ～ 六 同 上 ］ 

七 法 第 百 三 条 の 六 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 

［ 八 同 上 ］ 

２  前 項 の 所 轄 総 合 通 信 局 長 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲

げ る 場 所 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 長 と す る 。 

［ 一 ～ 十 二 略 ］ ［ 略 ］ 

十 三  広 域 使 用 電 波 に 係

る 電 波 利 用 料 の 徴 収 に

関 す る 事 項 

そ の 広 域 使 用 電 波 を 使 用 す る 区 域 （ 当 該 区 域 が 法 別 表 第 七

の 十 二 の 項 、 十 三 の 項 又 は 十 四 の 項 に 掲 げ る 区 域 で あ る 場

合 は 、 当 該 広 域 使 用 電 波 を 使 用 す る 広 域 開 設 無 線 局 の 免 許

人 又 は 法 第 百 三 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 当 該 広 域 使 用 電

波 を 最 初 に 使 用 す る 特 定 基 地 局 の 免 許 を 受 け た 免 許 人 と み

な さ れ る 認 定 特 定 基 地 局 開 設 者 の 住 所 ） 

２ ［ 同 上 ］ 

 

［ 一 ～ 十 二 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
十 三  広 域 使 用 電 波 に 係

る 電 波 利 用 料 の 徴 収 に

関 す る 事 項 

そ の 広 域 使 用 電 波 を 使 用 す る 区 域 （ 当 該 区 域 が 法 別 表 第 七

の 十 二 の 項 、 十 三 の 項 又 は 十 四 の 項 に 掲 げ る 区 域 で あ る 場

合 は 、 当 該 広 域 使 用 電 波 を 使 用 す る 広 域 開 設 無 線 局 の 免 許

人 又 は 法 第 百 三 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 当 該 広 域 使 用 電

波 を 最 初 に 使 用 す る 特 定 基 地 局 の 免 許 を 受 け た 免 許 人 と み

な さ れ る 認 定 開 設 者 の 住 所 ） 
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［ 十 四 略 ］ ［ 略 ］ 
 

［ 十 四 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 
 

［ ３ ～ ６ 略 ］ ［ ３ ～ ６ 同 上 ］ 

第 四 節 提 出 書 類 等 第 四 節 提 出 書 類 

（ 納 付 さ れ た 手 数 料 の 取 扱 い ）  

第 五 十 二 条 の 二  法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ り 納 付 さ れ た 手 数 料 は 、 免 許 、 登 録 、 許

可 等 さ れ な か っ た 場 合 又 は 申 請 等 の 取 下 げ が あ っ た 場 合 に お い て も 、 返 還 し な い 。 

［ 新 設 ］ 

別表第二号の二の三（第 11 条の２の３関係） 別表第二号の二の三（第 11 条の２の３関係） 

［表略］ ［表同左］ 

注１ 氏名については、請求者が認定特定基地局開設者（法第 27 条の 15 第３項に規定する認

定特定基地局開設者をいう。以下同じ。）である場合に限り、提供する。 

２ 請求者が認定特定基地局開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町

村名に限り提供する。 

［３ 略］ 

注１ 氏名については、請求者が認定開設者（法第 27 条の 15 第３項に規定する認定開設者を

いう。以下同じ。）である場合に限り、提供する。 

２ 請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り

提供する。 

［３ 同左］ 

４ 移動する無線局（包括免許に係る特定無線局を除く。）にあつては常置場所、包括免

許に係る特定無線局にあつては包括免許人の事務所の所在地を提供することとする。た

だし、請求者が認定特定基地局開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び

市区町村名に限り提供する。 

４ 移動する無線局（包括免許に係る特定無線局を除く。）にあつては常置場所、包括免許

に係る特定無線局にあつては包括免許人の事務所の所在地を提供することとする。ただし

、請求者が認定開設者以外の者である場合にあつては、都道府県名及び市区町村名に限り

提供する。 

［５～８ 略］ ［５～８ 同左］ 

別 表 第 五 号 定 期 検 査 の 実 施 時 期 （ 第 四 十 一 条 の 四 関 係 ）  別 表 第 五 号 定 期 検 査 の 実 施 時 期 （ 第 四 十 一 条 の 四 関 係 ） 

［ 一 ～ 二 十 二 略 ］ ［ 一 ～ 二 十 二 同 上 ］ 

二 十 三 船 舶 地 球 局 二 十 三 ［ 同 上 ］ 

⑴  第 七 条 の 二 の 船 舶 地 球 局 で あ つ て 、 旅 客 船 又 は 国 際 航 海 に 従 事 す る 船 舶 （ 旅 客 船 を 除

く 。 ） に 開 設 す る も の 一 年 

⑴  第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 船 舶 地 球 局 で あ つ て 、 旅 客 船 又 は 国 際 航 海 に 従 事 す る 船 舶 （

旅 客 船 を 除 く 。 ） に 開 設 す る も の 一 年 

［ ⑵ ・ ⑶ 略 ］ ［ ⑵ ・ ⑶ 同 上 ］ 

［ 二 十 四 ～ 三 十 三 略 ］ ［ 二 十 四 ～ 三 十 三 同 上 ］ 

別図第六号（第 36 条の２第１項第６号及び第８号関係） 別図第六号（第 36 条の２第１項第６号及び第８号関係） 

 

［略］ ［略］ 装置の識

別表示 

航行状態 

 

（注３） 

［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 

 

［同左］ ［同左］ 装置の識

別信号 

（注３） 

航行状態 

 

（注４） 

［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ ［同左］ 

［注１・２ 略］ ［注１・２ 同左］ 

［削る］ 注３ 捜索救助用位置指示送信装置においては、「970Ｘ１Ｘ２Ｙ１Ｙ２Ｙ３Ｙ４」の９桁の数

字であること(Ｘ１、Ｘ２、Ｙ１、Ｙ２、Ｙ３及びＹ４は０から９までの数字とする。以下こ

の注において同じ。)。 

衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であつて、航海情報記録装置又

は簡易型航海情報記録装置を備えるものにおいては、「974Ｘ１Ｘ２Ｙ１Ｙ２Ｙ３Ｙ４」の９

桁の数字であること。 

注３ ［略］ 注４ ［同左］ 
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備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  
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（ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に

掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 
目 次 

［ 第 一 章 ～ 第 三 章 略 ］ 

第 四 章 特 定 基 地 局 の 開 設 計 画 の 認 定 及 び 価 額 競 争 の 参 加 の 手 続 （ 第 二 十 五 条 の 四― 第 二 十 五 条

の 八 の 四 ） 

目 次 

［ 第 一 章 ～ 第 三 章 同 上 ］ 

第 四 章 特 定 基 地 局 の 開 設 計 画 の 認 定 の 手 続 （ 第 二 十 五 条 の 四― 第 二 十 五 条 の 八 の 二 ） 

［ 第 五 章 ～ 第 九 章 略 ］ 

附 則 

［ 第 五 章 ～ 第 九 章 同 上 ］ 

附 則 

（ 記 載 事 項 の 省 略 ） （ 記 載 事 項 の 省 略 ） 

第 十 五 条 次 に 掲 げ る 無 線 局 の 免 許 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 法 第 六 条 の 規 定 す る 記 載 事 項 の う

ち 、 次 の 区 分 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 下 記 の 事 項 の 記 載 を 省 略 す る こ と が で き る 。 

第 十 五 条 ［ 同 上 ］ 

［ 一 略 ］ ［ 一 同 上 ］ 

二 認 定 特 定 基 地 局 開 設 者 が 認 定 計 画 に 従 つ て 開 設 す る 特 定 基 地 局 開 設 を 必 要 と す る 理 由 二 認 定 開 設 者 が 認 定 計 画 に 従 つ て 開 設 す る 特 定 基 地 局 開 設 を 必 要 と す る 理 由 

［ 三 ～ 九 略 ］ ［ 三 ～ 九 同 上 ］ 

［ ２ ～ ６ 略 ］ ［ ２ ～ ６ 同 上 ］ 

第 四 章 特 定 基 地 局 の 開 設 計 画 の 認 定 及 び 価 額 競 争 の 参 加 の 手 続 第 四 章 特 定 基 地 局 の 開 設 計 画 の 認 定 の 手 続 

（ 合 併 等 に 関 す る 規 定 の 準 用 ） （ 合 併 等 に 関 す る 規 定 の 準 用 ） 

第 二 十 五 条 の 八 の 二 第 二 十 条 の 二 （ 第 四 項 を 除 く 。 ） 、 第 二 十 条 の 三 及 び 第 二 十 条 の 三 の 二 の 規

定 は 、 認 定 特 定 基 地 局 開 設 者 の 地 位 の 承 継 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 十 条 の 二

第 一 項 第 二 号 中 「 無 線 局 の 識 別 信 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 を 除 く 。 ） 、 種 別 、 免 許 の 番 号

又 は 予 備 免 許 通 知 書 の 番 号 、 免 許 人 又 は 予 備 免 許 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 」 と あ る の は 「 認 定

計 画 の 認 定 の 番 号 、 認 定 の 年 月 日 、 認 定 特 定 基 地 局 開 設 者 の 氏 名 又 は 名 称 」 と 、 同 条 第 二 項 中

「 別 表 第 五 号 」 と あ る の は 「 別 表 第 五 号 の 二 」 と 、 第 二 十 条 の 三 第 一 項 第 六 号 中 「 無 線 局 の 識 別

信 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 を 除 く 。 ） 、 種 別 、 免 許 の 番 号 又 は 予 備 免 許 通 知 書 の 番 号 、 免

許 人 又 は 予 備 免 許 を 受 け た 者 の 商 号 又 は 名 称 及 び 免 許 の 有 効 期 間 」 と あ る の は 「 認 定 計 画 の 認 定

の 番 号 、 認 定 の 年 月 日 、 認 定 特 定 基 地 局 開 設 者 の 商 号 又 は 名 称 及 び 認 定 の 有 効 期 間 」 と 、 同 条 第

二 項 中 「 基 幹 放 送 局 （ 受 信 障 害 対 策 中 継 放 送 を 行 う も の を 除 く 。 ） 」 と あ る の は 「 移 動 受 信 用 地

上 基 幹 放 送 （ 放 送 法 第 二 条 第 十 四 号 に 規 定 す る 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を

す る 特 定 基 地 局 に 係 る も の 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 別 表 第 五 号 」 と あ る の は 「 別 表 第 五 号 の 二 」

と 、 同 条 第 五 項 中 「 二 通 」 と あ る の は 「 一 通 」 と 、 同 条 第 八 項 中 「 法 第 二 十 条 第 六 項 に お い て 準

用 す る 法 第 七 条 」 と あ る の は 「 法 第 二 十 七 条 の 十 七 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 条 第 六

項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 七 条 の 十 四 第 四 項 」 と 、 第 二 十 条 の 三 の 二 第 一 項 第 五 号 中 「 無 線 局

の 識 別 信 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 を 除 く 。 ） 、 種 別 、 免 許 の 番 号 又 は 予 備 免 許 通 知 書 の 番

号 及 び 免 許 の 有 効 期 間 」 と あ る の は 「 認 定 計 画 の 認 定 の 番 号 、 認 定 の 年 月 日 及 び 認 定 の 有 効 期

間 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 基 幹 放 送 局 （ 受 信 障 害 対 策 中 継 放 送 を 行 う も の を 除 く 。 ） 」 と あ る の は

「 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を す る 特 定 基 地 局 に 係 る も の 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 別 表 第 五 号 」 と あ

る の は 「 別 表 第 五 号 の 二 」 と 、 同 条 第 五 項 中 「 二 通 」 と あ る の は 「 一 通 」 と 、 同 条 第 八 項 中 「 法

第 二 十 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 条 」 と あ る の は 「 法 第 二 十 七 条 の 十 七 に お い て 読 み 替 え

て 準 用 す る 法 第 二 十 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 七 条 の 十 四 第 四 項 」 と 読 み 替 え る も の と

第 二 十 五 条 の 八 の 二 第 二 十 条 の 二 （ 第 四 項 を 除 く 。 ） 、 第 二 十 条 の 三 及 び 第 二 十 条 の 三 の 二 の 規

定 は 、 認 定 開 設 者 の 地 位 の 承 継 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 二 十 条 の 二 第 一 項 第 二

号 中 「 無 線 局 の 識 別 信 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 を 除 く 。 ） 、 種 別 、 免 許 の 番 号 又 は 予 備 免

許 通 知 書 の 番 号 、 免 許 人 又 は 予 備 免 許 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名 称 」 と あ る の は 「 認 定 計 画 の 認 定

の 番 号 、 認 定 の 年 月 日 、 認 定 開 設 者 の 氏 名 又 は 名 称 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 別 表 第 五 号 」 と あ る の

は 「 別 表 第 五 号 の 二 」 と 、 第 二 十 条 の 三 第 一 項 第 六 号 中 「 無 線 局 の 識 別 信 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特

定 無 線 局 を 除 く 。 ） 、 種 別 、 免 許 の 番 号 又 は 予 備 免 許 通 知 書 の 番 号 、 免 許 人 又 は 予 備 免 許 を 受 け

た 者 の 商 号 又 は 名 称 及 び 免 許 の 有 効 期 間 」 と あ る の は 「 認 定 計 画 の 認 定 の 番 号 、 認 定 の 年 月 日 、

認 定 開 設 者 の 商 号 又 は 名 称 及 び 認 定 の 有 効 期 間 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 基 幹 放 送 局 （ 受 信 障 害 対 策

中 継 放 送 を 行 う も の を 除 く 。 ） 」 と あ る の は 「 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 （ 放 送 法 第 二 条 第 十 四 号

に 規 定 す る 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を す る 特 定 基 地 局 に 係 る も の 」 と 、 同

条 第 三 項 中 「 別 表 第 五 号 」 と あ る の は 「 別 表 第 五 号 の 二 」 と 、 同 条 第 五 項 中 「 二 通 」 と あ る の は

「 一 通 」 と 、 同 条 第 八 項 中 「 法 第 二 十 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 条 」 と あ る の は 「 法 第 二

十 七 条 の 十 七 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 七 条 の 十

四 第 四 項 」 と 、 第 二 十 条 の 三 の 二 第 一 項 第 五 号 中 「 無 線 局 の 識 別 信 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線

局 を 除 く 。 ） 、 種 別 、 免 許 の 番 号 又 は 予 備 免 許 通 知 書 の 番 号 及 び 免 許 の 有 効 期 間 」 と あ る の は

「 認 定 計 画 の 認 定 の 番 号 、 認 定 の 年 月 日 及 び 認 定 の 有 効 期 間 」 と 、 同 条 第 二 項 中 「 基 幹 放 送 局

（ 受 信 障 害 対 策 中 継 放 送 を 行 う も の を 除 く 。 ） 」 と あ る の は 「 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を す る 特

定 基 地 局 に 係 る も の 」 と 、 同 条 第 三 項 中 「 別 表 第 五 号 」 と あ る の は 「 別 表 第 五 号 の 二 」 と 、 同 条

第 五 項 中 「 二 通 」 と あ る の は 「 一 通 」 と 、 同 条 第 八 項 中 「 法 第 二 十 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 法

第 七 条 」 と あ る の は 「 法 第 二 十 七 条 の 十 七 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 二 十 条 第 六 項 に お い

て 準 用 す る 法 第 二 十 七 条 の 十 四 第 四 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
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す る 。 
（ 価 額 競 争 の 参 加 の 申 請 ） 

第 二 十 五 条 の 八 の 三  法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 三 第 一 項 の 価 額 競 争 の 参 加 の 申 請 を し よ う と す る 者

は 、 申 請 書 に 同 条 第 二 項 に 定 め る 添 付 書 類 及 び そ れ ぞ れ の 写 し 一 通 を 添 え て 、 総 務 大 臣 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。 

２ 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 三 第 一 項 第 四 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 当 該 申 請 書 に 対 応 す る 価 額 競 争 実 施 指 針 が 示 さ れ た 告 示 の 件 名 及 び 告 示 番 号 

二 特 定 高 周 波 数 無 線 局 の 開 設 を 必 要 と す る 理 由 

三 特 定 高 周 波 数 無 線 局 の 開 設 の 予 定 期 日 （ 一 以 上 の 特 定 高 周 波 数 無 線 局 を 最 初 に 開 設 す る 日 の

予 定 期 日 を い う 。 ） 

四 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 二 第 二 項 第 三 号 に 基 づ き 価 額 競 争 実 施 指 針 に お い て 定 め る 特 定 高 周 波

数 無 線 局 を 開 設 し よ う と す る 者 の 区 分 の う ち 、 申 請 者 が 該 当 す る も の 

五 無 線 設 備 の 保 守 、 管 理 及 び 障 害 時 の 対 応 の 体 制 及 び 方 法 

六 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 二 第 二 項 第 六 号 に 基 づ き 価 額 競 争 実 施 指 針 に お い て 定 め る 事 項 に 関 す

る 事 項 

七 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 二 第 二 項 第 七 号 に 基 づ き 価 額 競 争 実 施 指

針 に お い て 定 め る 事 項 に 関 す る 事 項 

３ 第 一 項 の 申 請 書 の 様 式 は 別 表 第 八 号 の 七 の と お り と し 、 当 該 申 請 書 の 添 付 書 類 の 様 式 は 別 表 第

八 号 の 八 の と お り と す る 。 

 

［ 新 設 ］ 

 

（ 届 出 を 要 し な い 申 請 書 の 記 載 内 容 の 変 更 ） 

第 二 十 五 条 の 八 の 四 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 三 第 十 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 変 更 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 事 項 の 変 更 と す る 。 

一 法 第 二 十 七 条 の 二 十 の 三 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 項 の う ち 、 法 人 又 は 団 体 の 代 表 者 の 氏 名 

二 前 条 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 項 

 

［ 新 設 ］ 

（ 外 国 の 無 線 局 等 の 運 用 の 許 可 手 続 ） （ 外 国 の 無 線 局 等 の 運 用 の 許 可 手 続 ） 

第 三 十 条 の 二 法 第 百 三 条 の 七 の 規 定 に よ る 外 国 の 無 線 局 等 の 運 用 の 許 可 の 申 請 は 、 そ の 外 国 の 無

線 局 等 と 通 信 の 相 手 方 を 同 じ く す る 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 及 び 同 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 無

線 局 の 別 ご と に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

第 三 十 条 の 二 法 第 百 三 条 の 六 の 規 定 に よ る 外 国 の 無 線 局 等 の 運 用 の 許 可 の 申 請 は 、 そ の 外 国 の 無

線 局 等 と 通 信 の 相 手 方 を 同 じ く す る 特 定 無 線 局 の 無 線 設 備 の 規 格 及 び 同 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 無

線 局 の 別 ご と に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

２ 前 項 の 申 請 を し よ う と す る 包 括 免 許 人 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 合 通 信 局 長 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。 
２ ［ 同 上 ］ 

［ 一 ・ 二 略 ］ 

三 法 第 百 三 条 の 七 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 無 線 局 の 別 

［ 四 ～ 六 略 ］ 

［ ３ ・ ４ 略 ］ 

［ 一 ・ 二 同 上 ］ 
三 法 第 百 三 条 の 六 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 無 線 局 の 別 

［ 四 ～ 六 同 上 ］ 

［ ３ ・ ４ 同 上 ］ 

別表第二号第３ 船舶局（特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。）及び船舶地球局（電

気通信業務を行うことを目的とするものに限る。以下この別表において同じ。）の

無線局事項書の様式（第４条、第 12 条関係）（総務大臣又は総合通信局長がこの

様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第二号第３ ［同左］ 
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宇宙無線通信を行う実験試験局であつて、船舶に開設するものについては、本様式のとおりとす

る。この場合において、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工衛星に開設する実験試験局」

と、「船舶地球局」とあるのは「宇宙無線通信を行う実験試験局であつて船舶に開設するもの」

と、「海岸地球局」とあるのは「宇宙無線通信を行う実験試験局であつて宇宙物体、船舶及び航空

機に開設するもの以外のもの」と読み替える。 

 

［表略］ ［表同左］ 

［注１～28 略］ ［注１～28 同左］ 

29 32の欄は、無線局種別等コード表により該当するコードを記載すること。ただし、施行規

則第７条の２に規定する船舶地球局に該当しない船舶地球局の場合は、記載を要しない。 

29 32の欄は、無線局種別等コード表により該当するコードを記載すること。ただし、義務船

舶局に設置されない船舶地球局の場合は、記載を要しない。 

［30～35 略］ ［30～35 同左］ 

36 40の欄は、義務船舶局等に限り記載することとし、次によること。 36 ［同左］ 

(1) (1)の欄は、該当する□にレ印を付け、同欄の［ ］には該当する事項を記載すること。

この場合における船舶地球局の無線設備は施行規則第 28 条第１項第３号の(４)の（七）の

インマルサット船舶地球局又は施行規則第 12条第５項第２号に規定する船舶地球局のうち

1,621.35MHz から 1,626.5MHz までの周波数の電波を使用するものに限るものとし、高機能

グループ呼出受信機は施行規則第 28 条第７項の高機能グループ呼出し受信の機能を持つ船

舶地球局の無線設備を含むものとする。 

(1) (1)の欄は、該当する□にレ印を付け、同欄の［ ］には該当する事項を記載すること。こ

の場合における船舶地球局の無線設備は施行規則第 28 条の２第１項のインマルサット船舶地

球局又は施行規則第 12 条第６項第２号に規定する船舶地球局のうち 1,621.35MHzから 1,626

.5MHz までの周波数の電波を使用するものに限るものとし、高機能グループ呼出受信機は施

行規則第 28条第９項の高機能グループ呼出し受信の機能を持つ船舶地球局の無線設備を含む

ものとする。 

［(2)・(3)  略］ ［(2)・(3) 同左］ 

37 41の欄は、次によること。 37 ［同左］ 

［(1) 略］ ［(1) 同左］ 

(2) 義務船舶局等に該当しない船舶局であつて、船舶安全法(昭和８年法律第 11 号)第２条の

規定に基づく命令により備付けを要する遭難自動通報設備がある場合は、その旨記載する

こと。 

⑵ 非義務船舶局であつて、船舶安全法(昭和８年法律第 11 号)第２条の規定に基づく命令に

より備付けを要する遭難自動通報設備がある場合は、その旨記載すること。 

［(3)～(9) 略］ ［(3)～(9) 同左］ 

［38～40 略］ ［38～40 同左］ 

別表第二号の二第６ 船舶局(特定船舶局を除く。以下この別表において同じ。)の工事設計書の様

式(第４条、第 12 条関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた

場合は、それによることができる。) 

別表第二号の二第６ ［同左］ 

［表略］ ［表同左］ 

［注１～13 略］ ［注１～13 同左］ 

14 16の欄は、次によること。 ［14 同左］ 

［(1)・(2) 略］ ［(1)・(2) 同左］ 

⑶ 方式・規格等の欄は、次の表の左欄に掲げる事項に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事

項を記載すること。 

⑶ ［同左］ 

装置の別 記載事項 

［ア・イ 略］ ［略］ 

装置の別 記載事項 

［ア・イ 同左］ ［同左］ 
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ウ 狭帯域直接印刷電信装置 製造者名、名称、製造番号(検定合格機器であ

る場合は、検定番号及び製造番号とする。) 

［エ 略］ ［略］ 
 

ウ 狭帯域直接印刷電信装置 製造者名、名称、製造番号、方式、信号の伝送

速度、マーク周波数及びスペース周波数並びに

符号構成(検定合格機器である場合は、検定番

号及び製造番号とする。) 

［エ 同左］ ［同左］ 

［15～24 略］ ［15～24 同左］ 

別表第八号の七 価額競争の参加申請書の様式（第 25 条の８の３第３項関係）（総務大臣がこの

様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

価額競争参加申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿 

 

電波法第 27 条の 20 の３第１項の規定により、価額競争に参加したいので、別添の書類を添えて

下記のとおり申請します。 

記 

１ 申請者（注 1） 

住 所 都道府県―市区町村コード 

〒（   ―    ） 

 

 

氏名又は名称及び代表者氏名 フリガナ 

 

 

 

法人番号  

２ 開設しようとする特定高周波数無線局の範囲（注２） 

３ 希望する周波数の範囲及び周波数の使用区域（注３、４） 

４ その他事項 

⑴ 該当する価額競争実施指針が示された告示の件名及び告示番号 

⑵ 特定高周波数無線局の開設を必要とする理由 

ア 開設しようとする特定高周波数無線局の目的 

イ 提供しようとする電気通信役務の種類（注５） 

⑶ 特定高周波数無線局の開設の予定期日（注６） 

⑷ 申請者の区分に関する事項（注７） 

⑸ 無線設備の保守、管理及び障害時の対応の体制及び方法（注８） 

⑹ 認定特定高周波数無線局開設者が遵守しなければならない条件に関する事項（注９） 

⑺ その他必要な事項として価額競争実施指針において定める事項に関する事項（注 10） 

［新設］ 
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注１ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格 JIS X0401 及び X0402 に規定する都道府県コード及び市区町

村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵便番号並びに住所（

申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）を記載すること。ただ

し、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、都道府県コ

ードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記載す

ること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載するこ

と。ただし、申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立

行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当

該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状を添付す

ること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記載することと

し、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第２条第 16項に規定する法人番号を記載すること。た

だし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

２ 価額競争実施指針において定める特定高周波数無線局の範囲内で、開設しようとする特定

高周波数無線局の範囲を記載すること。 

３ 周波数は、希望する周波数の範囲を「何 GHzから何 GHz まで」のように記載すること。な

お、特定の周波数を希望する場合は、希望する周波数の範囲に代えて希望する周波数を記載

することができる。 

４ 周波数の使用区域について、同一の価額競争実施指針に係る特定高周波数無線局の開設を

予定している他の事業者との業務委託契約の締結を予定している場合であつては、当該他の

事業者の氏名又は名称及び当該他の事業者の希望する周波数の使用区域を記載すること。 

５ 開設しようとする特定高周波数無線局の目的が電気通信業務用でない場合にあっては、記

載を要しない。 

６ 開設の予定期日は、一以上の特定高周波数無線局を最初に開設する日の予定期日を「R7.1

0.01」のように記載すること。 

７ 価額競争実施指針において定める特定高周波数無線局を開設しようとする者の区分のうち

、申請者が該当するものを記載すること。 

８ 無線設備の保守、管理及び障害時の対応の体制及び方法の記載は、次によること。 

⑴ 保守、管理及び障害時の具体的な対応の体制及び方法を記載すること。 

⑵ 内部規程がある場合において、内部規程等の添付をもつて記載に代える場合は、その旨

を記載し、別紙として添付すること。 

９ 法第 27条の 20 の２第２項第６号の規定により、認定特定高周波数無線局開設者が遵守し

なければならない条件として価額競争実施指針において定める事項について具体的に記載す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一七 頁  
 

ること。 

10 法第 27条の 20 の２第２項第７号の規定により、その他必要な事項として価額競争実施指

針において定める事項について具体的内容を記載すること。 

11 用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない場合は、そ

の欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

 

 

 

別表第八号の八 価額競争参加申請書に添付する書面の様式（第 25 条の８の３第３項関係）（総

務大臣がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

価額競争参加申請書の添付書類 

 

１ 電波法第５条第３項各号に規定する相対的欠格事由（注１） 

 

相対的欠格事由 

 

 

処分歴等（法第５条第３項） 

 

□ 有 □ 無 

 

２ １のほか価額競争の参加者の資格として価額競争実施指針において定める事項に関連する事

項（注２） 

注１ 法第５条第３項各号に規定する欠格事由の有無について、該当する□にレ印を付けること

。 

２ 法第 27条の 20 の２第２項第４号イの規定により、１に記載した事項のほか、価額競争

の参加者の資格として価額競争実施指針において定める事項について、当該価額競争実施

指針に基づき具体的内容を記載すること。 

３ 用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない場合は、そ

の欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

［新設］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（ 無 線 局 運 用 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  無 線 局 運 用 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。
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改  正  後 改  正  前 
（ 電 源 用 蓄 電 池 の 充 電 ） 

第 五 条 義 務 船 舶 局 等 （ 法 第 十 三 条 第 二 項 の 義 務 船 舶 局 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設 備 の 補 助

電 源 用 蓄 電 池 は 、 そ の 船 舶 の 航 行 中 は 、 毎 日 十 分 に 充 電 し て お か な け れ ば な ら な い 。 

（ 電 源 用 蓄 電 池 の 充 電 ） 

第 五 条 義 務 船 舶 局 等 （ 法 第 三 十 四 条 の 義 務 船 舶 局 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設 備 の 補 助 電 源

用 蓄 電 池 は 、 そ の 船 舶 の 航 行 中 は 、 毎 日 十 分 に 充 電 し て お か な け れ ば な ら な い 。 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 機 能 試 験 ） 

第 六 条 ［ 略 ］ 

（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 機 能 試 験 ） 

第 六 条 ［ 同 上 ］ 

［ ２ ・ ３ 略 ］ ［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

４ 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 七 項 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） を 備 え て い る 義 務 船 舶 局 に お い て は 、 そ の 船 舶 の 航 行 中 毎 日 一 回 以 上 、 当 該 受

信 機 の 試 験 機 能 を 用 い て 、 そ の 機 能 を 確 か め て お か な け れ ば な ら な い 。 

４ 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 九 項 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） を 備 え て い る 義 務 船 舶 局 に お い て は 、 そ の 船 舶 の 航 行 中 毎 日 一 回 以 上 、 当 該 受

信 機 の 試 験 機 能 を 用 い て 、 そ の 機 能 を 確 か め て お か な け れ ば な ら な い 。 

（ 聴 取 電 波 等 ） （ 聴 取 電 波 等 ） 

第 四 十 二 条 ［ 略 ］ 第 四 十 二 条 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ・ 二 略 ］ ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 船 舶 局 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る も の 三 ［ 同 上 ］ 

［ ⑴ 略 ］ ［ ⑴ 同 上 ］ 

⑵ 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り ナ ブ テ ッ ク ス 受 信 機 を 備 え る 船 舶 局 ⑵ 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り ナ ブ テ ツ ク ス 受 信 機 を 備 え る 船 舶 局 

［ ⑶ 略 ］ ［ ⑶ 同 上 ］ 

［ 四 略 ］ ［ 四 同 上 ］ 

第 四 十 四 条 の 二 ［ 略 ］ 第 四 十 四 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

２ ［ 略 ］ ２ ［ 同 上 ］ 
 

船  舶  局 時   間 周  波  数 

［ 一 ・ 二 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

三 ナ ブ テ ッ ク ス 受 信 機 を 備 え

る 船 舶 局 （ 第 四 十 二 条 第 三 号

の ⑵ に 該 当 す る も の を 除

く 。 ） 

［ 略 ］ ［ 略 ］ 

［ 四 略 ］ ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

 

船  舶  局 時   間 周  波  数 

［ 一 ・ 二 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

三 ナ ブ テ ツ ク ス 受 信 機 を 備 え

る 船 舶 局 （ 第 四 十 二 条 第 三 号

の ⑵ に 該 当 す る も の を 除

く 。 ） 

［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

［ 四 同 上 ］ ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

［ ３ ・ ４ 略 ］ ［ ３ ・ ４ 同 上 ］ 

（ 使 用 電 波 ） （ 使 用 電 波 ） 

第 七 十 条 の 二 海 上 移 動 業 務 に お け る 遭 難 通 信 、 緊 急 通 信 又 は 安 全 通 信 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合

に あ つ て は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 電 波 を 使 用 し て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 遭 難 通 信 を 行

う 場 合 で あ つ て 、 こ れ ら の 周 波 数 を 使 用 す る こ と が で き な い か 又 は 使 用 す る こ と が 不 適 当 で あ る

と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

第 七 十 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 三 略 ］ ［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

四 無 線 電 話 を 使 用 す る 場 合 （ 第 二 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） Ａ 三 Ｅ 電 波 二 七 、 五

二 四 kH
z

若 し く は Ｆ 三 Ｅ 電 波 一 五 六 ・ 八 MH
z

又 は 通 常 使 用 す る 呼 出 電 波 

四 無 線 電 話 を 使 用 す る 場 合 （ 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。 ） Ａ 三 Ｅ 電 波 二 七 、 五

二 四 kH
z

若 し く は Ｆ 三 Ｅ 電 波 一 五 六 ・ 八 MH
z

又 は 通 常 使 用 す る 呼 出 電 波 
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［ ２ ・ ３ 略 ］ ［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 
（ 遭 難 信 号 の 前 置 ） （ 遭 難 信 号 の 前 置 ） 

第 八 十 二 条 の 三 遭 難 し て い る 船 舶 又 は 航 空 機 の 捜 索 及 び 救 助 に 関 す る 通 信 に お い て は 、 施 行 規 則

第 三 十 六 条 の 二 第 一 項 に 定 め る 方 法 に よ り 行 う も の 並 び に 第 七 十 六 条 第 一 項 、 第 七 十 七 条 第 二

項 、 第 七 十 八 条 第 九 項 （ 第 八 十 二 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 八 十 二 条 第 一

項 に 規 定 す る も の を 除 き 、 次 に 掲 げ る 遭 難 信 号 を 前 置 し な け れ ば な ら な い 。 

第 八 十 二 条 の 三 ［ 同 上 ］ 

一 イ ン マ ル サ ッ ト 人 工 衛 星 局 又 は 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 、 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ る 直 接 印 刷 電 信 装 置 に よ り 送 信

す る 「 Ｍ Ａ Ｙ Ｄ Ａ Ｙ 」 

一 イ ン マ ル サ ツ ト 人 工 衛 星 局 又 は 一 、 六 二 一 ・ 三 五 MH
z

か ら 、 一 、 六 二 六 ・ 五 MH
z

ま で の 周 波 数

の 電 波 を 使 用 す る 非 静 止 衛 星 に 開 設 す る 人 工 衛 星 局 の 中 継 に よ る 直 接 印 刷 電 信 装 置 に よ り 送 信

す る 「 Ｍ Ａ Ｙ Ｄ Ａ Ｙ 」 

［ 二 略 ］ ［ 二 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 
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（ 無 線 設 備 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 四 条  無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。
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改  正  後 改  正  前 
（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 ） 

第 三 十 八 条 ［ 略 ］ 

（ 義 務 船 舶 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 ） 

第 三 十 八 条 ［ 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

３ 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 義 務 船 舶 地 球 局 （ 法 第 十 三 条 第 二 項 の 船 舶 地 球 局 を い う 。 次 項 に お

い て 同 じ 。 ） に 備 え る イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 及 び イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機

に 使 用 す る 空 中 線 は 、 で き る 限 り 、 次 の 条 件 に 適 合 す る 位 置 に 設 置 さ れ た も の で な け れ ば な ら な

い 。 

３ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の イ ン マ ル サ ッ ト 船 舶 地 球 局 及 び 法 第 三 十 三 条 の 規 定 に よ り 義

務 船 舶 局 に 備 え る イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 に 使 用 す る 空 中 線 は 、 で き る 限 り 、

次 の 条 件 に 適 合 す る 位 置 に 設 置 さ れ た も の で な け れ ば な ら な い 。  

［ 一 ・ 二 略 ］ ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

［ ４ 略 ］ ［ ４ 同 上 ］ 

第 三 十 八 条 の 二 義 務 船 舶 局 等 （ 法 第 十 三 条 第 二 項 の 義 務 船 舶 局 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設

備 の 電 源 は 、 そ の 船 舶 の 航 行 中 、 こ れ ら の 設 備 を 動 作 さ せ 、 か つ 、 同 時 に 無 線 設 備 の 電 源 用 蓄 電

池 を 充 電 す る た め に 十 分 な 電 力 を 供 給 す る こ と が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。  

第 三 十 八 条 の 二 義 務 船 舶 局 等 （ 法 第 三 十 四 条 の 義 務 船 舶 局 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 無 線 設 備 の

電 源 は 、 そ の 船 舶 の 航 行 中 、 こ れ ら の 設 備 を 動 作 さ せ 、 か つ 、 同 時 に 無 線 設 備 の 電 源 用 蓄 電 池 を

充 電 す る た め に 十 分 な 電 力 を 供 給 す る こ と が で き る も の で な け れ ば な ら な い 。 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

第 三 十 八 条 の 三 旅 客 船 又 は 総 ト ン 数 三 〇 〇 ト ン 以 上 の 船 舶 の 義 務 船 舶 局 等 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 設 備 を 同 時 に 六 時 間 以 上 （ 船 舶 安 全 法 （ 昭 和 八 年 法 律 第 十 一 号 ） 第 二 条 の 規 定 に 基 づ く 命 令 に

よ る 非 常 電 源 を 備 え る も の に つ い て は 、 一 時 間 以 上 ） 連 続 し て 動 作 さ せ る た め の 電 力 を 供 給 す る

こ と が で き る 補 助 電 源 を 備 え な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 義 務 船 舶 局 等

に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 

第 三 十 八 条 の 三 ［ 同 上 ］ 

［ 一 略 ］ ［ 一 同 上 ］ 

二 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の い ず れ か の も の 

イ Ｊ 三 Ｅ 電 波 を 使 用 す る 無 線 電 話 に よ る 通 信 及 び デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 に よ る 通 信 を 行 う 船

舶 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 一 、 六 〇 六 ・ 五 kH
z

か ら 三 、 九 〇 〇 kH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る も の （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 一 項 第 二 号 の 義 務 船 舶 局 又 は 同 項 第 三 号 の 義 務 船 舶 局 等 の も

の に 限 る 。 ） 

ロ Ｊ 三 Ｅ 電 波 を 使 用 す る 無 線 電 話 に よ る 通 信 及 び デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 に よ る 通 信 を 行 う 船

舶 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 一 、 六 〇 六 ・ 五 kH
z

か ら 二 六 、 一 七 五 kH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る も の （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 七 項 の 義 務 船 舶 局 等 の も の に 限 る 。 ） 

ハ 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 一 項 第 三 号 ⑷ の ㈦ の 船 舶 地 球 局 の も の に 限

る 。 ） 

二 ［ 同 上 ］ 

イ Ｊ 三 Ｅ 電 波 を 使 用 す る 無 線 電 話 に よ る 通 信 及 び デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 に よ る 通 信 を 行 う 船

舶 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 一 、 六 〇 六 ・ 五 kH
z

か ら 三 、 九 〇 〇 kH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る も の （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 一 項 第 二 号 又 は 第 三 号 の 義 務 船 舶 局 の も の に 限 る 。 ） 

ロ Ｊ 三 Ｅ 電 波 を 使 用 す る 無 線 電 話 に よ る 通 信 及 び デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 に よ る 通 信 を 行 う 船

舶 局 の 無 線 設 備 で あ つ て 、 一 、 六 〇 六 ・ 五 kH
z

か ら 二 六 、 一 七 五 kH
z

ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る も の （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 第 七 項 の 義 務 船 舶 局 の も の に 限 る 。 ） 

ハ 船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 （ 施 行 規 則 第 二 十 八 条 の 二 第 一 項 の 船 舶 地 球 局 の も の に 限 る 。 ） 

［ 三 略 ］ ［ 三 同 上 ］ 

第 三 十 八 条 の 四 ［ 略 ］ 

［ ２ 略 ］ 

第 三 十 八 条 の 四 ［ 同 上 ］ 

［ ２ 同 上 ］ 

３ 義 務 船 舶 局 等 に 備 え な け れ ば な ら な い 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 及 び 第 四 十 五 条 の 三 の 五 に

規 定 す る 無 線 設 備 は 、 通 常 操 船 す る 場 所 か ら 遠 隔 制 御 で き る も の で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

通 常 操 船 す る 場 所 の 近 く に 設 置 す る 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

［ ４ 略 ］ 

３ 義 務 船 舶 局 に 備 え な け れ ば な ら な い 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 及 び 第 四 十 五 条 の 三 の 五 に 規

定 す る 無 線 設 備 は 、 通 常 操 船 す る 場 所 か ら 遠 隔 制 御 で き る も の で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 通

常 操 船 す る 場 所 の 近 く に 設 置 す る 場 合 は こ の 限 り で な い 。 

［ ４ 同 上 ］ 

（ 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 ） （ 船 舶 地 球 局 等 の 無 線 設 備 の 条 件 ） 
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第 四 十 条 の 四 ［ 略 ］ 第 四 十 条 の 四 ［ 同 上 ］ 

［ ２ ～ ４ 略 ］ ［ ２ ～ ４ 同 上 ］ 

５ 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 は 、 第 一 項 各 号 （ 第 二 号 及 び 第 三 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 条 件 の ほ か

、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

５ ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 三 略 ］ ［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

四 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 条 件 （ イ ン マ ル サ ッ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 に 限 る 。 ） 四 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 条 件 （ イ ン マ ル サ ツ ト 高 機 能 グ ル ー プ 呼 出 受 信 機 に 限 る 。 ） 

［ 五 略 ］ ［ 五 同 上 ］ 

［ ６ 略 ］ ［ ６ 同 上 ］ 

（ ナ ブ テ ッ ク ス 送 信 装 置 ） （ ナ ブ テ ツ ク ス 送 信 装 置 ） 

第 四 十 条 の 九 Ｆ 一 Ｂ 電 波 五 一 八 kH
z

を 使 用 し て 海 上 安 全 情 報 を 提 供 す る 海 岸 局 の ナ ブ テ ッ ク ス 送 信

装 置 は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

第 四 十 条 の 九 Ｆ 一 Ｂ 電 波 五 一 八 kH
z

を 使 用 し て 海 上 安 全 情 報 を 提 供 す る 海 岸 局 の ナ ブ テ ツ ク ス 送 信

装 置 は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

［ 一 ～ 四 略 ］ ［ 一 ～ 四 同 上 ］ 

２ Ｆ 一 Ｂ 電 波 四 二 四 kH
z

を 使 用 し て 海 上 安 全 情 報 を 提 供 す る 海 岸 局 の ナ ブ テ ッ ク ス 送 信 装 置 は 、 前

項 第 一 号 （ イ を 除 く 。 ） 、 第 二 号 及 び 第 三 号 の 規 定 に よ る ほ か 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の

で な け れ ば な ら な い 。  

２ Ｆ 一 Ｂ 電 波 四 二 四 kH
z

を 使 用 し て 海 上 安 全 情 報 を 提 供 す る 海 岸 局 の ナ ブ テ ツ ク ス 送 信 装 置 は 、 前

項 第 一 号 （ イ を 除 く 。 ） 、 第 二 号 及 び 第 三 号 の 規 定 に よ る ほ か 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の

で な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ・ 二 略 ］ ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 
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（ 電 波 法 に よ る 伝 搬 障 害 の 防 止 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 五 条  電 波 法 に よ る 伝 搬 障 害 の 防 止 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 郵 政 省 令 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に

掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 

（ 高 さ の 算 定 ） 

第 三 条 法 第 百 二 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 地 表 又 は 水 面 か ら の 高 さ の 算 定 に つ い て は 、 工 作 物 の 敷 地

に 接 す る 道 路 の 路 面 の 中 心 の 位 置 （ 当 該 工 作 物 の 敷 地 に 接 す る 道 路 が な い 場 合 は 、 当 該 工 作 物 が 周

囲 の 地 面 と 接 す る 位 置 ） の う ち 最 低 の も の 又 は 当 該 工 作 物 に 接 す る 水 面 か ら の 高 さ に よ る も の と す

る 。 

（ 高 さ の 算 定 ） 

第 三 条 法 第 百 二 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 地 表 か ら の 高 さ の 算 定 に つ い て は 、 工 作 物 の 敷 地 に 接 す る

道 路 の 路 面 の 中 心 の 位 置 （ 当 該 工 作 物 の 敷 地 に 接 す る 道 路 が な い 場 合 は 、 当 該 工 作 物 が 周 囲 の 地 面

と 接 す る 位 置 ） の う ち 最 低 の も の か ら の 高 さ に よ る も の と す る 。  

 

（ 施 工 中 と な る 準 備 の 完 了 ） 

第 六 条 法 第 百 二 条 の 三 第 四 項 の 規 定 に よ り 、 指 定 行 為 に 係 る 施 工 の 準 備 の 完 了 の 程 度 で 当 該 指 定 行

為 が 施 工 中 と な る も の は 、 当 該 指 定 行 為 に 係 る 事 項 に つ き 次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 処 分 が あ つ

た こ と と す る 。  

［ 一 ～ 三 略 ］ 

四 港 湾 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 十 八 号 ） 第 三 十 七 条 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の

規 定 に よ る 港 湾 管 理 者 の 許 可 （ 港 湾 区 域 内 の 水 域 の 占 用 に 係 る も の に 限 る 。 ）  

五 海 洋 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 整 備 に 係 る 海 域 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 十 年 法

律 第 八 十 九 号 ） 第 十 条 第 一 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 国 土 交 通 大 臣 の 許 可  

六 都 道 府 県 の 条 例 又 は 規 則 に 基 づ く 都 道 府 県 知 事 に よ る 許 可 （ 国 有 財 産 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第

七 十 三 号 ） 第 三 条 第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 公 共 用 財 産 の う ち 、 水 域 （ 漁 港 及 び 漁 場 の 整 備 等 に 関

す る 法 律 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 七 号 ） 第 六 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で の 規 定 に よ り 指 定 さ れ

た 漁 港 の 区 域 、 港 湾 法 第 二 条 第 三 項 の 港 湾 区 域 、 海 岸 法 （ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 一 号 ） 第 二 条 第

二 項 の 一 般 公 共 海 岸 区 域 及 び 同 法 第 三 条 第 一 項 の 海 岸 保 全 区 域 、 河 川 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百

六 十 七 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 一 級 河 川 、 同 法 第 五 条 第 一 項 の 二 級 河 川 及 び 同 法 第 百 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 読 み 替 え て 準 用 す る 同 法 第 五 条 第 一 項 に よ り 指 定 し た 河 川 の 河 川 区 域 （ 同 法 第 六 条 第 一 項

の 河 川 区 域 を い う 。 ） 並 び に 海 洋 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 の 整 備 に 係 る 海 域 の 利 用 の 促 進 に

関 す る 法 律 第 二 条 第 五 項 に 規 定 す る 海 洋 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 発 電 設 備 整 備 促 進 区 域 の 区 域 内 の 水

域 に あ る も の を 除 く 。 ） の 使 用 又 は 占 用 に 関 し 、 国 有 財 産 法 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 都 道 府 県

が 行 う 事 務 で あ る も の に 限 る 。 ） 

（ 施 工 中 と な る 準 備 の 完 了 ） 

第 六 条 ［ 同 上 ］ 

 

 

［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

［ 新 設 ］ 

 

［ 新 設 ］ 

 

［ 新 設 ］ 

（ 工 事 等 の 届 出 ） 

第 八 条 法 第 百 二 条 の 三 第 一 項 、 第 二 項 （ 同 条 第 六 項 及 び 第 百 二 条 の 四 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） 又 は 第 五 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 そ れ ぞ れ 別 表 第 一 号 、 第 二 号 又 は 第 三 号 の 様 式 に よ る

届 書 に 当 該 高 層 建 築 物 等 に 係 る 次 の 図 面 （ 法 第 百 二 条 の 三 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て は 変 更

後 の 図 面 ） を 添 え て 行 な う も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て

は 、 当 該 届 出 に 係 る 指 定 行 為 が 施 工 中 で あ る こ と を 証 す る 書 面 を 当 該 届 書 に 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。 

一 設 置 場 所 付 近 見 取 図 （ 方 位 、 道 路 及 び 目 標 と な る 地 物 を 明 示 す る ほ か 、 水 上 に 設 置 さ れ る 高 層

建 築 物 等 に あ つ て は 経 緯 度 を 明 示 す る こ と 。 ） 

二 配 置 図 （ 縮 尺 、 方 位 及 び 設 置 場 所 内 の 位 置 を 明 示 す る こ と 。 ） 

（ 工 事 等 の 届 出 ） 

第 八 条 ［ 同 上 ］ 

 

 

 

 

 

一 敷 地 付 近 見 取 図 （ 方 位 、 道 路 及 び 目 標 と な る 地 物 を 明 示 す る こ と 。 ） 

二 配 置 図 （ 縮 尺 、 方 位 及 び 敷 地 内 に お け る 位 置 を 明 示 す る こ と 。 ） 

［ 三 同 上 ］ 
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［ 三 略 ］ 

（ 書 類 の 提 出 ） 

第 十 一 条  法 第 百 二 条 の 三 、 第 百 二 条 の 四 若 し く は 第 百 二 条 の 九 又 は 前 条 の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 に 提

出 す る 書 類 は 、 高 層 建 築 物 等 の 施 工 地 、 所 在 地 又 は 第 六 条 第 四 号 の 許 可 を 行 う 港 湾 管 理 者 で あ る 地

方 公 共 団 体 の 区 域 若 し く は 同 条 第 六 号 の 許 可 を 行 う 都 道 府 県 の 区 域 若 し く は 海 洋 再 生 可 能 エ ネ ル ギ

ー 発 電 設 備 の 整 備 に 係 る 海 域 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 九 条 に 規 定 す る 協 議 会 を 組 織 す る こ と が

で き る 関 係 都 道 府 県 知 事 が 管 轄 す る 区 域 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 長 を 含 む 。

） を 経 由 す る も の と す る 。 

（ 書 類 の 提 出 ） 

第 十 一 条 法 第 百 二 条 の 三 、 第 百 二 条 の 四 若 し く は 第 百 二 条 の 九 又 は 前 条 の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 に 提

出 す る 書 類 は 、 高 層 建 築 物 等 の 施 工 地 又 は 所 在 地 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 長

を 含 む 。 ） を 経 由 す る も の と す る 。 

 

 

 

別表第一号様式（第八条参照） 

長

辺 

高層建築物等予定工事届 

 

年  月  日   

  総務大臣 殿 

 

 

住 所（注１）             

氏 名（注２）             

 

 次のとおり高層建築物等の工事をするので、電波法第百二条の三第一項の規定により、別

紙の図面を添えて届けます。 

  
１ 建築主住所氏名（注１） 電話        

  

２ 工事請負人住所氏名（注１、注

４） 
電話        

３ 工事下請人住所氏名（注１、注

４） 
電話        

４ 工事の種別 

５ 設置場所の位置（注５） 

６ 高層建築物等の最高部の高さ（注

６） 
  

７ 高層部分の構造及び主要材料 

８ 工事着手予定年月日 

別表第一号様式（第八条参照） 

長

辺 

高層建築物等予定工事届 

 

年  月  日   

  総務大臣 殿 

 

 

住 所（注１）             

氏 名（注２）             

 

 次のとおり高層建築物等の工事をするので、電波法第百二条の三第一項の規定により、別

紙の図面を添えて届けます。 

  
１ 建築主住所氏名（注１） 電話     番  

  

２ 工事請負人住所氏名（注１、注

４） 
電話     番  

３ 工事下請人住所氏名（注１、注

４） 
電話     番  

４ 工事の種別 

５ 敷地の位置（地名・地番） 

６ 高層建築物等の最高部の地表高及

び海抜高 
  

７ 高層部分の構造及び主要材料 

８ 工事着手予定年月日 
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９ 工事完了予定年月日 

10 その他参考となる事項（注３、注４） 

  

短 辺      （日本産業規格Ａ列４番） 

［注１～３ 略］ 

 ４ 工事請負人住所氏名欄（工事下請人がいる場合は、工事下請人住所氏名欄を含む。）を未定と

して届け出る場合は、当該欄に未定と記載し、工事請負契約の予定年月日をその他参考となる事

項欄に記載するとともに、次に掲げるいずれかの高層建築物等に係る書類を添付すること。 

  ［(1)～(6) 略］ 

(7) 港湾法第三十七条第一項（第一号に係る部分に限る。）の規定に基づく許可（港湾区域内

の水域の占用に係るものに限る。）の通知の写し 

(8) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第八条第六

項に基づく公告の写し 

(9) 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一

項（第一号に係る部分に限る。）の規定に基づく許可の通知の写し 

(10) 都道府県の条例又は規則に基づく都道府県知事による許可（国有財産法第三条第二項第二

号に規定する公共用財産のうち、水域（漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項か

ら第四項までの規定により指定された漁港の区域、港湾法第二条第三項の港湾区域、海岸法

第二条第二項の一般公共海岸区域及び同法第三条第一項の海岸保全区域、河川法第四条第一

項の一級河川、同法第五条第一項の二級河川及び同法第百条第一項の規定により読み替えて

準用する同法第五条第一項により指定した河川の河川区域（同法第六条第一項の河川区域を

いう。）並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法

律第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の区域内の水域に

あるものを除く。）の使用又は占用に関し、国有財産法第九条第三項の規定により都道府県

が行う事務であるものに限る。）の通知の写し 

 ５ 高層建築物等のうち地上に設置されるものにあつては地名及び地番を記載し、水上に設置され

るものにあつては複数の地点を結んだ線により囲まれる区域を経緯度（世界測地系（測量法（昭

和二十四年法律第百八十八号）第十一条第三項に規定する世界測地系をいう。）に従って測定さ

れた経緯度をいう。）を用いて記載すること。 

 ６ 高層建築物等のうち地上に設置されるものにあつては地表からの高さ及び海抜高、水上に設置

されるものにあつては水面からの高さを記載すること。 

９ 工事完了予定年月日 

10 その他参考となる事項（注３、注４） 

  

短 辺      （日本産業規格Ａ列４番） 
［注１～３ 同左］ 

 ４ ［同左］ 

 

 

  ［(1)～(6) 同左］ 

  ［新設］ 

 

［新設］ 

 

［新設］ 

 

［新設］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［新設］ 

 

 

 

 ［新設］ 

別表第二号様式（第八条参照） 別表第二号様式（第八条参照） 
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長

辺 

 

高 層 建 築 物 等 変 更 届 

 

年  月  日   

  総務大臣 殿 

 

 

住 所（注１）             

氏 名（注２）             

 

 高層建築物等について、  年  月  日届け出た事項を次のとおり変更する 

ので、電波法 

第百二条の三第二項 

第百二条の三第六項 

第百二条の四第二項 

の規定により、（別紙の図面を添えて）届けま 

す。 

  １  建築主住所氏名（注

１） 
電話        

  

２ 届出済みの設置場所の位置（注３） 

３ 変更の内容（新旧対照を含む。） 

４ その他参考となる事項 

  

短 辺      （日本産業規格Ａ列４番） 

［注１・２ 略］ 

 ３ 高層建築物等のうち地上に設置されるものにあつては地名及び地番を記載し、水上に設置され

るものにあつては複数の地点を結んだ線により囲まれる区域を経緯度（世界測地系（測量法（昭

和二十四年法律第百八十八号）第十一条第三項に規定する世界測地系をいう。）に従って測定さ

れた経緯度をいう。）を用いて記載すること。 

長

辺 

 

高 層 建 築 物 等 変 更 届 

 

年  月  日   

  総務大臣 殿 

 

 

住 所（注１）             

氏 名（注２）             

 

 高層建築物等について、  年  月  日届け出た事項を次のとおり変更する 

ので、電波法 

第百二条の三第二項 

第百二条の三第六項 

第百二条の四第二項 

の規定により、（別紙の図面を添えて）届けま 

す。 

  １  建築主住所氏名（注

１） 
電話     番  

  

２ 届出済みの敷地の位置（地名・番号） 

３ 変更の内容（新旧対照を含む。） 

４ その他参考となる事項 

  

短 辺      （日本産業規格Ａ列４番） 
［注１・２ 同左］ 

 ［新設］ 

別表第三号様式（第八条参照） 別表第三号様式（第八条参照） 
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長

辺 

 

高層建築物等工事計画届 

 

年  月  日   

  総務大臣 殿 

 

 

住 所（注１）             

氏 名（注２）             

 

 施工中の高層建築物等の工事計画は次のとおりであるので、電波法第百二条の三第五項の

規定により、別紙の図面及び施工中であることを証する書面を添えて届けます。 

  
１ 建築主住所氏名（注１） 電話        

  

２ 工事請負人住所氏名（注１） 電話        

３ 工事下請人住所氏名（注１） 電話        

４ 工事の種別 

５ 設置場所の位置（注４） 

６ 高層建築物等の最高部の高さ（注

５） 
  

７ 高層部分の構造及び主要材料 

８ 電波法による伝搬障害の防止に関す

る規則第六条各号のいずれかに規定

する処分を受けた年月日 

  

９ 工事着手予定年月日 

10 工事完了予定年月日 

長

辺 

 

高層建築物等工事計画届 

 

年  月  日   

  総務大臣 殿 

 

 

住 所（注１）             

氏 名（注２）             

 

 施工中の高層建築物等の工事計画は次のとおりであるので、電波法第百二条の三第五項の

規定により、別紙の図面及び施工中であることを証する書面を添えて届けます。 

  
１ 建築主住所氏名（注１） 電話     番  

  

２ 工事請負人住所氏名（注１） 電話     番  

３ 工事下請人住所氏名（注１） 電話     番  

４ 工事の種別 

５ 敷地の位置（地名・地番） 

６ 高層建築物等の最高部の地表高及

び海抜高 
  

７ 高層部分の構造及び主要材料 

８ 電波法による伝搬障害の防止に関す

る規則第六条各号のいずれかに規定

する処分を受けた年月日 

  

９ 工事着手予定年月日 

10 工事完了予定年月日 
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11 その他参考となる事項（注３） 

 

短 辺      （日本産業規格Ａ列４番） 

［注１～３ 略］ 

４ 高層建築物等のうち地上に設置されるものにあつては地名及び地番を記載し、水上に設置され

るものにあつては複数の地点を結んだ線により囲まれる区域を経緯度（世界測地系（測量法（昭

和二十四年法律第百八十八号）第十一条第三項に規定する世界測地系をいう。）に従って測定さ

れた経緯度をいう。）を用いて記載すること。 

 ５ 高層建築物等のうち地上に設置されるものにあつては地表からの高さ及び海抜高、水上に設置

されるものにあつては水面からの高さを記載すること。 

11 その他参考となる事項（注３） 

 

短 辺      （日本産業規格Ａ列４番） 
［注１～３ 同左］ 

 ［新設］ 

 

 

 

 ［新設］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（ 特 定 周 波 数 変 更 対 策 業 務 及 び 特 定 周 波 数 終 了 対 策 業 務 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 六 条  特 定 周 波 数 変 更 対 策 業 務 及 び 特 定 周 波 数 終 了 対 策 業 務 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に

二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規

定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応

す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応

す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  
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改  正  後 改  正  前 
（ 無 線 局 の 目 的 ） （ 無 線 局 の 目 的 ） 

第 三 条 次 条 の 無 線 局 の 目 的 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る と お り 区 分 し 、 そ れ ぞ れ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る

範 囲 の 無 線 局 が 該 当 す る も の と す る 。 

第 三 条 ［ 同 上 ］ 

 

［ 一 ～ 四 略 ］ ［ 一 ～ 四 同 上 ］ 

五 放 送 用 放 送 を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 す る も の （ 第 一 号 に 掲 げ る 範 囲 の 無 線 局 に 該 当

す る も の を 除 く 。 ） で あ る こ と 。 

五 中 波 放 送 用 中 波 放 送 を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 す る も の （ 第 一 号 に 掲 げ る 範 囲 の 無 線

局 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） で あ る こ と 。 

［ 削 る ］ 六 短 波 放 送 用 短 波 放 送 （ 電 波 法 施 行 規 則 第 二 条 第 一 項 第 二 十 四 号 の 二 に 規 定 す る も の を い

う 。 ） を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 す る も の （ 第 一 号 に 掲 げ る 範 囲 の 無 線 局 に 該 当 す る も の

を 除 く 。 ） で あ る こ と 。 

［ 削 る ］ 七 超 短 波 放 送 用 超 短 波 放 送 又 は 超 短 波 多 重 放 送 （ 超 短 波 放 送 の 電 波 に 重 畳 し て 、 音 声 そ の

他 の 音 響 、 文 字 、 図 形 そ の 他 の 影 像 又 は 信 号 を 送 る 放 送 で あ っ て 、 超 短 波 放 送 に 該 当 し な い

も の を い う 。 ） を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 す る も の （ 第 一 号 に 掲 げ る 範 囲 の 無 線 局 に 該 当

す る も の を 除 く 。 ） で あ る こ と 。 

［ 削 る ］ 八 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 用 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 す る も の （ 第 一 号 に

掲 げ る 範 囲 の 無 線 局 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） で あ る こ と 。  

［ 削 る ］ 九 受 信 障 害 対 策 放 送 用 法 第 五 条 第 五 項 に 規 定 す る 受 信 障 害 対 策 中 継 放 送 で あ っ て 、 相 当 範

囲 に わ た る 受 信 の 障 害 が 発 生 し て い る 地 上 基 幹 放 送 の 受 信 障 害 の 解 消 を 目 的 と す る 放 送 を 行

う こ と を 目 的 と し て 開 設 す る も の （ 第 一 号 に 掲 げ る 範 囲 の 無 線 局 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ）

で あ る こ と 。 

［ 削 る ］ 十 デ ー タ 放 送 用 デ ー タ 放 送 （ 電 波 法 施 行 規 則 第 二 条 第 一 項 第 二 十 八 号 の 四 に 規 定 す る も の

を い う 。 ） を 行 う こ と を 目 的 と し て 開 設 す る も の （ 第 一 号 に 掲 げ る 範 囲 の 無 線 局 に 該 当 す る

も の を 除 く 。 ） で あ る こ と 。 

六 ［ 略 ］ 

七 ［ 略 ］ 

八 ［ 略 ］ 

十 一 ［ 同 上 ］ 

十 二 ［ 同 上 ］ 

十 三 ［ 同 上 ］ 

（ 無 線 局 の 区 分 ） 

第 四 条 法 第 七 十 一 条 の 二 第 一 項 第 一 号 イ の 無 線 局 の 区 分 は 、 次 の と お り と す る 。 

［ 一 ～ 三 十 略 ］ 

三 十 一 無 線 通 信 の 態 様 が 放 送 業 務 で あ る 無 線 局 で あ っ て 、 無 線 局 の 目 的 が 放 送 用 で あ る も の 

 

［ 削 る ］ 

 

［ 削 る ］ 

 

［ 削 る ］ 

 

［ 削 る ］ 

（ 無 線 局 の 区 分 ） 

第 四 条 法 第 七 十 一 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 無 線 局 の 区 分 は 、 次 の と お り と す る 。 

［ 一 ～ 三 十 同 上 ］ 

三 十 一 無 線 通 信 の 態 様 が 放 送 業 務 で あ る 無 線 局 で あ っ て 、 無 線 局 の 目 的 が 中 波 放 送 用 で あ る

も の 
三 十 二 無 線 通 信 の 態 様 が 放 送 業 務 で あ る 無 線 局 で あ っ て 、 無 線 局 の 目 的 が 短 波 放 送 用 で あ る

も の 

三 十 三 無 線 通 信 の 態 様 が 放 送 業 務 で あ る 無 線 局 で あ っ て 、 無 線 局 の 目 的 が 超 短 波 放 送 用 で あ

る も の 

三 十 四 無 線 通 信 の 態 様 が 放 送 業 務 で あ る 無 線 局 で あ っ て 、 無 線 局 の 目 的 が テ レ ビ ジ ョ ン 放 送

用 で あ る も の 

三 十 五 無 線 通 信 の 態 様 が 放 送 業 務 で あ る 無 線 局 で あ っ て 、 無 線 局 の 目 的 が 受 信 障 害 対 策 放 送
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三 十 二 無 線 通 信 の 態 様 が 放 送 衛 星 業 務 で あ る 無 線 局 で あ っ て 、 無 線 局 の 目 的 が 放 送 用 で あ る

も の 

［ 削 る ］ 

 

［ 削 る ］ 

 

三 十 三 ～ 五 十 六 ［ 略 ］ 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 七 十 一 条 の 二 第 一 項 第 一 号 イ の 無 線 局 の 区 分 は 、 前 項 各 号 に

掲 げ る 無 線 局 の 区 分 を 二 以 上 組 み 合 わ せ た も の と す る こ と が で き る 。 

用 で あ る も の 

三 十 六 無 線 通 信 の 態 様 が 放 送 衛 星 業 務 で あ る 無 線 局 で あ っ て 、 無 線 局 の 目 的 が 超 短 波 放 送 用

で あ る も の 

三 十 七 無 線 通 信 の 態 様 が 放 送 衛 星 業 務 で あ る 無 線 局 で あ っ て 、 無 線 局 の 目 的 が テ レ ビ ジ ョ ン

放 送 用 で あ る も の 

三 十 八 無 線 通 信 の 態 様 が 放 送 衛 星 業 務 で あ る 無 線 局 で あ っ て 、 無 線 局 の 目 的 が デ ー タ 放 送 用

で あ る も の 

三 十 九 ～ 六 十 二 ［ 同 上 ］ 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 第 七 十 一 条 の 二 第 一 項 第 一 号 の 無 線 局 の 区 分 は 、 前 項 各 号 に 掲

げ る 無 線 局 の 区 分 を 二 以 上 組 み 合 わ せ た も の と す る こ と が で き る 。  

（ 給 付 金 の 支 給 基 準 ） 

第 六 条 の 二 法 第 七 十 一 条 の 三 第 四 項 の 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 基 準 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る

も の で あ る こ と と す る 。 

一 法 第 七 十 一 条 の 二 第 一 項 第 一 号 ハ に 規 定 す る 周 波 数 若 し く は 空 中 線 電 力 の 変 更 又 は 無 線 設

備 の 代 替 有 線 設 備 へ の 変 更 を し よ う と す る 無 線 局 の 免 許 人 が 当 該 無 線 局 の 周 波 数 若 し く は 空

中 線 電 力 の 変 更 又 は 無 線 設 備 の 代 替 有 線 設 備 へ の 変 更 に 必 要 な 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 を し よ

う と す る こ と 。 

（ 給 付 金 の 支 給 基 準 ） 

第 六 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

 

一 法 第 七 十 一 条 の 二 第 一 項 第 三 号 に 規 定 す る 周 波 数 又 は 空 中 線 電 力 の 変 更 を し よ う と す る 無

線 局 の 免 許 人 が 当 該 無 線 局 の 周 波 数 又 は 空 中 線 電 力 の 変 更 に 必 要 な 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 を

し よ う と す る こ と 。 

二 法 第 七 十 一 条 の 二 第 一 項 第 二 号 ロ に 規 定 す る 共 同 利 用 促 進 設 備 又 は 代 替 有 線 設 備 へ の 変 更

を し よ う と す る 無 線 局 の 免 許 人 が 当 該 無 線 局 の 無 線 設 備 の 共 同 利 用 促 進 設 備 又 は 代 替 有 線 設

備 へ の 変 更 に 必 要 な 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 を し よ う と す る こ と 。  

［ 新 設 ］ 

三 前 二 号 の 変 更 又 は 当 該 変 更 に 伴 い 連 鎖 的 に 生 じ る 周 波 数 若 し く は 空 中 線 電 力 の 変 更 若 し く

は 代 替 有 線 設 備 若 し く は 共 同 利 用 促 進 設 備 へ の 変 更 が 無 線 局 の 運 用 を 阻 害 す る こ と の な い よ

う に す る た め 、 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 を す る 必 要 の あ る 免 許 人 が 当 該 無 線 局 の 無 線 設 備 の 変

更 の 工 事 を し よ う と す る こ と 。 

二 前 号 の 周 波 数 若 し く は 空 中 線 電 力 の 変 更 又 は 当 該 変 更 に 伴 い 連 鎖 的 に 生 じ る 周 波 数 若 し く

は 空 中 線 電 力 の 変 更 が 無 線 局 の 運 用 を 阻 害 す る こ と の な い よ う に す る た め 、 無 線 設 備 の 変 更

の 工 事 を す る 必 要 の あ る 免 許 人 が 当 該 無 線 局 の 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 を し よ う と す る こ と 。 

四 前 三 号 の 変 更 が 受 信 設 備 （ 特 定 周 波 数 変 更 対 策 業 務 を 行 う 周 波 数 割 当 計 画 又 は 基 幹 放 送 用

周 波 数 使 用 計 画 の 変 更 ご と に 総 務 大 臣 が 指 定 す る も の に 限 る 。 ） の 運 用 を 阻 害 す る こ と の な

い よ う に す る た め 、 当 該 受 信 設 備 の 設 置 者 が そ の 運 用 の 確 保 に 必 要 な 受 信 設 備 の 変 更 の 工 事

を し よ う と す る こ と 。 

三 前 二 号 の 周 波 数 又 は 空 中 線 電 力 の 変 更 が 受 信 設 備 （ 特 定 周 波 数 変 更 対 策 業 務 を 行 う 周 波 数

割 当 計 画 又 は 基 幹 放 送 用 周 波 数 使 用 計 画 の 変 更 ご と に 総 務 大 臣 が 指 定 す る も の に 限 る 。 ） の

運 用 を 阻 害 す る こ と の な い よ う に す る た め 、 当 該 受 信 設 備 の 設 置 者 が そ の 運 用 の 確 保 に 必 要

な 受 信 設 備 の 変 更 の 工 事 を し よ う と す る こ と 。  

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



三十四 頁  
 

附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 省 令 は 、 電 波 法 及 び 放 送 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） の 施 行 の 日 （

令 和   年   月   日 ） か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 法 に よ る 改 正 前 の 電 波 法 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 電

波 法 施 行 規 則 第 七 条 の 二 に 規 定 す る 船 舶 地 球 局 の 免 許 状 に つ い て は 、 こ の 省 令 の 施 行 の 日 以 後 、 当

該 免 許 状 に 記 載 さ れ た 免 許 の 有 効 期 間 が 満 了 す る ま で の 間 は 、 当 該 免 許 状 に お け る 免 許 の 有 効 期 間

は 無 期 限 と 記 載 さ れ て い る も の と み な し て 、 電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令 和 ● 年 総

務 省 令 第 ● 号 ） 附 則 第 四 条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

 


